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（別添） 
様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要様式 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人国際観光振興機構 
評価対象中期目

標期間 
見込評価（中期目標期間実績

評価） 
第三期中期目標期間（最終年度の実績見込を含む。） 

中期目標期間 平成 25～29 年度 
 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 国土交通大臣 
 法人所管部局 観光庁 担当課、責任者 国際観光課長 伊地知 英己 
 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 斉藤正之佑 
主務大臣  
 法人所管部局  担当課、責任者  
 評価点検部局  担当課、責任者  

 
３．評価の実施に関する事項 
平成 28 年 7 月６日に「独立行政法人国際観光振興機構外部有識者会議」を開催し、有識者 3 名、法人の理事長、法人の監事より意見聴取を行った。 
 
 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし 
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様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

A：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 
 

評定に至った理由 項目別評定は業務の一部が S 評定、全般的には A 評定が多くを占めており、また全体の評定を引き下げる事象もなかったため、評価基準に基づきＡとした。 
 

 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 訪日プロモーション業務や国際会議の誘致・開催支援等で高い実績を挙げており、平成 28 年は過去最高の訪日客数 2,404 万人（対前年比約 21％増）の達成し、大きく貢献し

た。また、平成 27 年度より、海外事務所が主体となって訪日プロモーション事業を執行機関として事業を行う等着実な事業の実施と効率的な組織運営が行われ、全般的に高い

成果を挙げたと評価する。 
全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
特に全体の評価に影響を与える事象は無かった。 
 
 
 

 
３．課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
該当なし 

その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
該当なし 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 特になし 

 
その他特記事項 特になし 
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

中期目標 年度評価 中期目標期間評価 項目別調

書№ 
備考欄  中期目標 年度評価 中期目標期間評価 項目別調

書№ 
備考欄 

 H25 
年度 

H 26 
年度 

H 27 
年度 

H 28 
年度 

H 29 
年度 

見込 
評価 

期間実

績評価 
  H25 

年度 
H 26 
年度 

H 27 
年度 

H 28 
年度 

H 29 
年度 

見込 
評価 

期間実

績評価 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 (1)訪日プロモーション

業務 
        

   (1)組織運営の効率化 
Ｂ Ａ Ａ Ａ  Ａ  2-1 

 

①海外事務所を活用し

た市場動向の収集・調

査・分析・提供 

Ａ Ｂ Ｓ Ａ  Ａ  1-1-1 

   (2)業務運営の効率化 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  2-2 

 

②訪日外国人旅行者誘

致のための業務 
― ― ― ―  ―  1-1-2 

   (3)関係機関との連携強

化 
Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  Ｂ  2-3 

 

ア多様なメディアを活

用した日本の観光魅力

の発信 

Ａ S○ Ａ○ A○  Ａ○  1-1-2-1 

   (4)内部統制の充実 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  2-4 

 

イ訪日旅行商品の造

成・販売支援 
Ａ S○ S○ Ｓ○  Ｓ○  1-1-2-2 

   (5)戦略的な情報発信 
Ｂ Ａ Ａ Ｂ   Ａ  2-5 

 

 (2)国内受入環境整備支

援業務 
        

  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 ①観光案内所の整備支

援業務 
Ｂ Ａ Ａ Ａ  Ａ  1-2-1 

   (1)自己収入の確保 
Ｂ Ａ Ａ Ａ  Ａ  3-1 

 

②通訳案内士試験業務 
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ  Ｃ  1-2-2 

   (2)予算（人件費の見積

りを含む） 
― ― ― ―  ―  別紙① 

 

(3)国際会議等の誘致・

開催支援業務 
Ｂ Ａ Ｓ A  Ａ  1-3 

   (3) 収支計画及び資金計

画 
― ― ― ―  ―  別紙②③ 

 

①国際会議等の誘致支

援業務 
― ― ― ―  ―   

   短期借入金の限度額 
― ― ― ―  ―  3-2 

 

②国際会議の開催支援

業務 
― ― ― ―  ―   

   重要な財産を譲渡し、又

は担保にする計画 
― ― ― ―  ―  3-3 

 

             剰余金の使途 ― ― ― ―  ―  3-4  

            Ⅳ．その他の事項 

             (1)人事に関する計画 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ  4-1  

            (2)独立行政法人国際観

光振興機構法（平成 14

年法律第 181 号）第 10

条第 1項に規定する積立

金の使途 

― ― ― ―  ―  4-2 

 

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
※平成平成 25 年度の評価欄に記載する「A」、「B」、「C」は、旧評定「S」、「A」、「B」を新たな評定に書き換えたもの。 
※平成 25 年度、平成 26 年度及び平成 27 年度の年度評価は、主務大臣による評価、平成 28 年度の評価（斜体）は、法人による自己評価。  
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―１ 訪日プロモーション業務 ①海外事務所を活用した市場動向の収集・調査・分析・提供 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国際観光振興機構法 第９条 第１号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期

間最終年度値

等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

 平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

個
別
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
件
数 

計画値 年間延べ 

3,000 件

以上 
― 

1,272 件 

(※)中期計

画変更前

3,000 件 

以上

3,000 件 

以上

3,000 件

以上 
3,000 件 

以上 

予算額（千円）      

実績値 

― ― 

2,905 件 2,863 件 3,683 件 3,605 件  決算額（千円）      

達成度 

― ― 

228.4％ 95.4％ 122.8％ 120.2％  経常費用（千円）      

機
構
か
ら
の
情
報
提
供
の
評
価 

計画値 4 段階評

価で上位

2 つの評

価を得る

割合が 7

割以上 

「役に立つ」と

いう回答が平

均して7割を上

回る 

7 割以上 7 割以上 7 割以上 7 割以上 7 割以上 経常利益（千円）      

実績値 

― 

99.7％ 

（5 段階評価の

「役に立つ」の

評価の合計） 

96.9％ 97.3％ 98.4％ 99.5％  行政サービス実施コ

スト（千円） 
     

達成度 
― 

― 138.4％ 139.0％ 

 

 

140.5％ 142.1％  従事人員数      

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

 



5 
 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ２．国民に対し

て提供するサー

ビスその他の業

務の質の向上に

関する事項 

 

（１）海外事務

所を活用した効

率的な訪日プロ

モーション 

 

海外現地に常

在する職員が長

年にわたり構

築・拡大を図っ

てきたネットワ

ークや社会的ス

テイタス等海外

事務所の機能を

最大限活用し、

変化の激しい市

場動向をリアル

タイムで把握・

分析することに

より、調査・研

究を始めとする

マーケティング

業務を充実する

とともに、その

結果について事

業パートナーを

始めとする日本

のインバウンド

関係者と密接に

情報共有を行う

等、インバウン

ドビジネスを支

援するサービス

海外事務所の

海外現地におけ

るネットワーク

や社会的ステイ

タスを最大限に

活用して、世界

の主要な市場

国・地域におけ

る一般消費者の

旅行動向、ニー

ズ等のマーケテ

ィング情報をリ

アルタイムで収

集し、市場別に

分析を行う。ま

た、その結果に

ついて、ウェブ

サイト、ニュー

スレター、出版

物、セミナー、

個別コンサルテ

ィング等の様々

な方法を通じ

て、事業パート

ナー等へ提供す

ることにより、

インバウンドビ

ジネスを支援す

るサービスの向

上を図る。 

 

数値目標 

事業パートナ

ーに対し、海外

事務所員や本部

職員による面談

方式の個別コン

サルティングを

＜主な定量的指標＞ 

事業パートナーに

対し、海外事務所員

や本部職員による面

談方式の個別コンサ

ルティングを年間延

べ３，０００件以上

実施し、インバウン

ド関係者の育成 

とインバウンドビジ

ネスの活性化を目指

す。 

事業パートナーに

対する調査におい

て、機構からの情報

提供が、４段階評価

で上位２つの評価を

得る割合が７割以上

となることを目指

す。 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

機構の海外事務所ネ

ットワークを最大限

に活用して、海外の

訪日旅行市場動向の

収集・調査・分析を行

い、事業パートナー

等がインバウンドビ

ジネスの取組を行う

上で有用な情報提供

を行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 海外事務所のネット

ワークを通じて収集・

分析した主要市場国・

地域における一般消費

者の旅行動向、ニーズ

等のマーケティング情

報を事業パートナー等

へ提供し、以下のよう

な取組等を通じて、イ

ンバウンドビジネスを

支援するサービスの向

上を図った。 

 

【ウェブサイトを通じ

た情報提供】 

・市場別訪日プロモー

ション方針（年１回） 

・訪日外国人旅行者数

等の統計発表（毎月） 

・市場別動向トピック

ス（毎月） ＜拡充＞ 

 掲載市場数は、平成

24 年度 13 市場から平

成 28 年度 19 市場へ拡

充。 

・『訪日旅行データハ

ンドブック（世界主要

20 市場）』の掲載 ＜

新規＞ 

 平成 27 年度に初め

て作成・掲載、平成 28

年度は全面的に内容を

更新し、掲載。 

・『訪日外国人旅行者

の消費動向とニーズに

ついて』調査結果の掲

載 ＜新規＞ 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

 

・インバウンドビジネス

を支援するサービスの向

上を図るため、海外事務

所の海外現地におけるネ

ットワークを活用して、

主要市場における一般消

費者及び現地旅行業界等

の動向、ニーズ等のマー

ケティング情報をリアル

タイムで収集し、市場別

に分析を行い、その結果

をウェブサイト、ニュー

スレター、出版物、セミ

ナー、個別コンサルティ

ング等の方法を通じて、

事業パートナーへ提供し

た。 

 

 インバウンドに取り組

む地方公共団体、企業等

から寄せられる各種相談

に対し、対面で個別にコ

ンサルティングする個別

コンサルティングを各海

外事務所、本部、外部会

場における個別相談会等

を通じて、通期実施し、

事業パートナーの個別具

体的なニーズに応えた。 

 

 また、セミナー形式で

海外の最新市場動向等の

情報、インバウンドに取

り組む事業パートナーの

先進事例等を共有するイ

評定 A 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 中期計画の数値目標である個別コンサ

ルタント件数について、H25、H27、H28
の 3 カ年において、それぞれ目標達成率

120％を超えている。また、機構からの情

報提供が４段階評価のうち上位 2 つの評

価を得た割合は、平成 25 年度から平成 28

年度の 4 年間にわたり 96％以上となって

おり、目標の 7割を大きく上回る非常に高

い満足度が得られている。。 
 また、事業パートナーのコンサルティン

グ・ニーズを的確に把握し、効率的に対応

するため、特定の訪日プロモーション市場

に関するセミナーである市場特化型 BtoB
情報交換会を平成 27 年度から開始した。

さらに、平成 28 年度より、新たに国内 10

都市においてインバウンドビジネスセミ

ナーを開催する等、地方における情報提供

を強化を図った。 

このように、機構は、中期計画における

所期の目標に対し、上回る成果が得られて

いると認められるため、Ａ評価とする。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
 訪日外国人の消費の地方への波及の促

進を図るために、地方におけるインバウン

ドビジネスに関する情報提供の機会の更

なる拡大を図る必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし。 
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の向上を図り、

国内外における

ネットワークを

形成・発展させ

る。また、これ

を基盤として、

観光庁と共同

で、市場ごとに

海外の市場動向

等の情報に基づ

く効率的・効果

的な訪日プロモ

ーション方針を

策定・公表し、

地方自治体や民

間事業者が独自

に取り組む事

業・活動との連

携を図りやすい

環境を整えると

ともに、訪日プ

ロモーション事

業の実施主体と

して、オールジ

ャパン体制で国

としての日本の

観光魅力を発信

し、訪日に結び

つける取組を強

力に実施する。 

 

年間延べ３，０

００件以上実施

し、インバウン

ド関係者の育成

とインバウンド

ビジネスの活性

化を目指す。 

事業パートナー

に対する調査に

おいて、機構から

の情報提供が、４

段階評価で上位

２つの評価を得

る割合が７割以

上となることを

目指す。 

 平成 28 年度に初め

て地域における外国人

旅行者による消費拡大

に関する調査結果掲

載。 

 

【ニュースレターを通

じた情報提供】 

 海外事務所が収集し

た市場の最新動向や各

種調査報告、各事業へ

の参加案内等の情報を

提供するメールマガジ

ン「JNTO ニュースフラ

ッシュ」を毎週配信し

た。 

  

【出版物を通じた情報

提供】 

・『日本の国際観光統

計』 毎年発行 

・『訪日旅行誘致ハン

ドブック』 毎年発行 

・『訪日旅行データハ

ンドブック（世界主要

20 市場）」発行 ＜新

規＞  

平成 27 年度に初め

て発行、平成 28 年度

は全面的に内容更新し

継続発行。 

・『国際会議統計』 

毎年発行 

 

【セミナー等を通じた

情報提供】 

 海外事務所等が収集

したインバウンドに関

する世界の主要な市場

国・地域の動向、ニー

ズ等のマーケティング

ンバウンド旅行振興フォ

ーラム、、インバウンドシ

ンポジウム等を開催し、

情報提供の機会を拡充し

た。その結果、機構が主

催する各種セミナー等へ

の参加者数は平成 25 年度

から平成 28 年度にかけて

4.6 倍となった。 

 

（参考）主催セミナー等

への参加者数： 

 平成 25 年度 1,025 人 

 平成 26 年度 1,341 人 

 平成 27 年度 3,595 人 

 平成 28 年度 4,682 人 

 

 さらに、平成 28 年度

は、新たに国内 10 都市に

おいてインバウンドビジ

ネスセミナーを開催する

等、地方での情報提供を

強化した。 

 

上記取組等により、地

方における事業パートナ

ーへの情報提供を拡充す

る一方、経験値の高い事

業パートナーの高度化す

るニーズに対応するた

め、平成 27 年度から新た

に市場特化型 BtoB 情報交

換会を開催し、要望の高

い市場別に海外事務所が

収集した最新情報を提供

し、海外事務所の職員に

よる個別コンサルティン

グを実施するなど、より

専門的で密度の高い情報

提供の機会も拡充した。 
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情報や取組事例を事業

パートナー等へ情報提

供するため、各種セミ

ナーを開催した。主な

セミナー等への参加者

数は、平成 25 年度

1,025 人から平成 28 年

4,682 人へと 4年間で

4.6 倍となった。  

 

平成 25 年度：合計参

加者 1,025 人 

インバウンド旅行振

興フォーラム（1回） 

参加者 919 人 

ムスリム・ツーリズ

ムセミナー 参加者

106 人 ＜新規＞ 

 

平成 26 年度：合計参

加者 1,341 人 

 インバウンド旅行振

興フォーラム（2回） 

参加者合計 1,200 人 

 インバウンド・フォ

ーラム東北  参加者

141 人 ＜新規＞ 

 

平成 27 年度：合計参

加者 3,595 人 

 インバウンド旅行振

興フォーラム（2回）

参加者 1,407 人 

 インバウンド・フォ

ーラム九州 参加者

219 人 ＜新規＞ 

 インバウンドシンポ

ジウム（2回） 参加

者 1,707 人 ＜新規＞ 

 市場特化型 BtoB 情

報交換会（6回）参加

セミナーや情報交換会

においては、機構からの

情報提供だけでなく、参

加事業パートナーによる

自社サービス紹介、事例

発表の機会を設けること

で、参加者間のビジネ

ス・マッチングを促進し

た。 

 

数値目標である個別コ

ンサルティング件数は、

平成 26 年度（数値目標上

方修正初年度）を除き、

平成 25 年度、平成 27 年

度及び平成 28 年度の 3カ

年はそれぞれ数値目標達

成率が 120％を超え、4か

年平均では、年間 3,264

件の個別コンサルティン

グを実施した。 

 

事業パートナーへの調

査において、機構からの

情報提供が４段階評価の

うち上位 2つの評価を得

た割合は、平成 25 年度か

ら平成 28 年度の 4年間に

わたり常に 96％以上であ

り、目標の 7割を大きく

上回る非常に高い満足度

が得られている。 

 

以上のことから、機構の海

外事務所等を通じて収集

したインバウンドに関す

る最新情報・ノウハウを、

様々な機会・手法を通じて

強力に発信し、事業パート

ナー等から高い評価を得

ていること、さらに事業パ
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者合計 262 人 ＜新規

＞ 

 

平成 28 年度：合計参

加者 4,682 人 

インバウンド旅行振

興フォーラム（2回） 

参加者合計 1,396 人 

インバウンドシンポ

ジウム（2回）参加者

合計 1,349 人 

インバウンドビジネ

スセミナー（国内 10

都市）参加者合計

1,592 人 ＜新規＞ 

市場特化型 BtoB 情

報交換会（8回）参加

者合計 345 人 

 

【個別コンサルティン

グを通じた情報提供】 

本部及び各海外事務

所において随時、事業

パートナー等との個別

コンサルティングを実

施したほか、上記主催

セミナー等においても

個別コンサルティング

の場を設置し、個別コ

ンサルティングに対応

した。 

  

【インバウンドビジネ

スを支援するサービス

の向上】 

 上記取組等による機

構から事業パートナー

への情報提供の拡充に

加え、インバウンドに

関わる事業パートナー

同士の情報交換、ビジ

ートナーとのネットワー

クを活用し、インバウンド

関係者のビジネス・マッチ

ング機能として中核的な

役割を発揮していること

等の質的成果をふまえ、自

己評価評定はＳとする。 
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ネス・マッチングを促

進するため、事業パー

トナーが機構を通じて

インバウンドに関する

情報発信ができる場を

設定した。 

 

・日本語ウェブサイト

における事業パートナ

ーからのニュース掲載 

 平成 24 年度 69 件か

ら平成 28 年度 317 件 

・インバウンド旅行振

興フォーラムにおける

企業紹介 BtoB デスク

設置 

・インバウンド旅行振

興フォーラムにおける

ランチョンセミナー

（※）の設定 

 （※）企業が昼食を

用意し、参加者が昼食

をとる間、自社サービ

ス等を紹介 

・インバウンドシンポ

ジウムやインバウンド

ビジネスセミナーにお

ける講演・パネルディ

スカッション等を通じ

た地方公共団体、企業

等による先進事例紹介 

 

＜数値目標の達成状況

＞ 

【個別コンサルティン

グ件数】 

 個別コンサルティン

グ件数は、平成 26 年

度（数値目標を情報修

正した初年度）を除

き、平成 25 年度、27
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年度、28 年度は、それ

ぞれ数値目標達成率が

120％を超えた。平成

26 年度については、数

値目標にわずかに足り

なかったが、東南アジ

ア市場からの訪日外国

人旅行者の急増に伴

い、東南アジア市場に

関する個別コンサルテ

ィングニーズが集中し

たため、個別相談に加

え、東南アジア市場に

関するインバウンド旅

行振興フォーラムの講

演枠拡大、東南アジア

に関するセミナー等へ

の講師派遣強化、東南

アジア市場に特化した

訪日旅行誘致ハンドブ

ックの発行等により、

効率的に情報発信を行

った。 

 

【事業パートナーの満

足度】 

 事業パートナーに対

する調査において、機

構からの情報提供が、4

段階評価で上位 2 つの

評価を得た割合は、平

成 25 年度から平成 28

年度の 4 年間にわたり

常に 96％以上であり、

目標である 7 割を大き

く上回った。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―２―１ 訪日プロモーション業務 ②訪日外国人旅行者誘致のための業務  ア 多様なメディアを活用した日本の観光魅力の発信 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国際観光振興機構法 第９条 第１号 

当該項目の重要度、難易

度 
重要度：高 （「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3
月 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議）等による、2020 年

に訪日外国人旅行者 4000 万人等の政府目標の実現にあたり、本法

人における日本の観光魅力の発信等の訪日プロモーション事業の

効果的・効率的な執行が重要な役割を果たすものであるため） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期

間最終年度値

等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

 平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
フ
ァ
ン
数 

計画値 5,000,000

人 
― ― ― 

3,800,000

人 

4,400,000

人 

5,000,000

人 

予算額（千円）      

実績値 
― ― 

1,562,806

人 

3,222,133

人 

4,440,780 

人 

5,548,389

人 

 決算額（千円）      

達成度 ― ― ― ― 116.9% 126.1％  経常費用（千円）      

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

ア
ク
セ
ス
数 

計画値 4.50 億 pv 

― ― ― 

3.35 億 pv 3.925 億

pv 

 

4.50 億 pv 経常利益（千円）      

実績値 
― 

1.43 億 pv 2.46 億 pv 3.01 億 pv 3.51 億 pv 5.83 億 pv  行政サービス実施コ

スト（千円） 
     

達成度 
― ― ― ― 

104.6% 148.5% 

 

 従事人員数      

参
考
：
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

ア
ク
セ
ス
数
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
含
） 

計画値 6.0 億 pv 

(※)中期計

画変更前 

1 億 pv 

(※) 

3.42 億 pv 

(※) 

4.6 億 pv 

(※) ― ― 

6.0 億 pv 

(※) 

実績値 
― 

3.27 億 pv 4.61 億 pv 10.55 億 pv 
― ― 

 

達成度 
― 

327.0% 134.8% 229.3% 
― ― 

 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ２．国民に対し

て提供するサー

ビスその他の業

務の質の向上に

関する事項 

 

（１）海外事務

所を活用した効

率的な訪日プロ

モーション【再

掲】 

 

海外現地に常在

する職員が長年

にわたり構築・拡

大を図ってきた

ネットワークや

社会的ステイタ

ス等海外事務所

の機能を最大限

活用し、変化の激

しい市場動向を

リアルタイムで

把握・分析するこ

とにより、調査・

研究を始めとす

るマーケティン

グ業務を充実す

るとともに、その

結果について事

業パートナーを

始めとする日本

のインバウンド

関係者と密接に

情報共有を行う

等、インバウンド

１．国民に対し

て提供するサー

ビスその他の業

務の質の向上に

関する目標を達

成するためとる

べき措置 

 

（１）訪日プロ

モーション業務 

 

①訪日外国人旅

行者誘致のため

の業務 

 

 海外事務所の

機能を最大限に

活用し、海外の

市場動向、競合

国の活動事例や

日本における成

功事例等の情報

を積極的・機動

的に収集・分析

することによ

り、マーケティ

ングの高度化を

図るとともに、

その結果に基づ

き、観光庁と共

同で効率的・効

果的な訪日プロ

モーション方針

を策定・公表

し、日本の観光

魅力の発信や訪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

【市場別訪日プロモー

ション方針に基づく事

業実施】 

 平成 26 年度より、

観光庁と機構が共同し

て、市場ごとに海外の

市場動向等の情報に基

づく効率的・効果的な

訪日プロモーション方

針を毎年度、策定し、

機構ウェブサイトで公

表した。 

 

市場別訪日プロモーシ

ョン方針 

 平成 26 年度 19 市

場（欧州潜在市場含

む） 

 平成 27 年度 21 市

場（同上） 

 平成 28 年度 20 市

場 

 

地方自治体や民間事

業者が独自に取り組む

事業・活動との連携を

図りやすい環境を整え

るとともに、訪日プロ

モーション事業の実施

主体として、オールジ

ャパン体制で国として

の日本の観光魅力を発

信し、訪日に結びつけ

る取組を強力に実施す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
中期計画の数値目標として定めたＳＮ

Ｓファン数 500 万人及びウェブアクセス

数 4.5 億ＰＶについて、いずれについても

1年前倒しで達成することができ、中期計

画最終年度に向けても順調に増加すると

想定している。 

さらに、機構が運営している各市場向け

のウェブサイトについては、15 言語 21 市

場向けに、それぞれの言語できめ細かな情

報提供を行う等日本の観光魅力を世界へ

発信するにあたり、媒体トレンドの変化や

ＩＣＴの技術革新を踏まえながら、的確な

メディア媒体の活用、各市場の動向・特性

に応じた訴求コンテンツの拡充を行い、効

果的、効率的に情報発信を行ったことを踏

まえ、中期計画における所期の目標に対

し、上回る成果が得られていると認められ

るため、A 評価とする。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
ウェブサイトを主要な情報発信手段か

つマーケティングツールと位置付け、世界

的な ICT 技術の進化に適時対応し、効果

的・効率的な情報発信等多様なメディアを

活用した、海外現地目線による日本各地の

良質な情報の発信の強化をさらに推進す

る必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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ビジネスを支援

するサービスの

向上を図り、国内

外におけるネッ

トワークを形成・

発展させる。ま

た、これを基盤と

して、観光庁と共

同で、市場ごとに

海外の市場動向

等の情報に基づ

く効率的・効果的

な訪日プロモー

ション方針を策

定・公表し、地方

自治体や民間事

業者が独自に取

り組む事業・活動

との連携を図り

やすい環境を整

えるとともに、訪

日プロモーショ

ン事業の実施主

体として、オール

ジャパン体制で

国としての日本

の観光魅力を発

信し、訪日に結び

つける取組を強

力に実施する。 

日旅行商品の造

成・販売支援等

を推進する。ま

た、訪日プロモ

ーション事業の

実施主体とし

て、国内外にお

けるネットワー

クを形成・発展

させ、関係者と

の連携を図るこ

とによりオール

ジャパン体制を

確立し、同事業

を機動的・効果

的に推進する。 

 

ア 多様なメデ

ィアを活用した

日本の観光魅力

の発信 

 

各市場のター

ゲット･セグメン

トに対する日本

の観光魅力の発

信に当たって

は、様々な媒体

（ウェブサイ

ト、テレビ、新

聞・雑誌等）を

効果的に組み合

わせることで相

乗効果を上げる

よう努力する。 

 特に、ウェブ

サイトはプロモ

ーションだけで

なく、重要なマ

ーケティング手

段としても位置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

機構が平成 27 年以

降、観光庁より引き継

いで訪日プロモーショ

ン事業を実施するにあ

あたり、年度ごとの市

場別訪日プロモーショ

ン方針に基づき、事業

を実施した。 

 

 また、機構内にビジ

ット・ジャパン事業実

施本部を平成 27 年 4

月に設置し、訪日プロ

モーション事業の進捗

を管理するとともに、

事業計画から実施結

果・成果の分析を行う

等、PDCA サイクルの確

立を図った。 

 

【国内外における関係

者との連携とオールジ

ャパン体制の確立】 

 訪日プロモーション

事業の実施主体とし

て、海外現地の在外公

館をはじめとする関係

省庁・政府関係法人、

地方公共団体、経済界

等との国内外ネットワ

ークの形成・発展に努

め、関係者との連携を

図ることにより、オー

ルジャパン体制を構築

し、訪日プロモーショ

ン事業を効果的・効率

的に推進した。 
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づけ、媒体トレ

ンドの変化やＩ

ＣＴの技術革新

を踏まえながら

各種ソーシャル

メディアの活用

を図るととも

に、一般消費

者、旅行会社、

メディア等に向

けて、良質の情

報を効率的に提

供する。 

 また、機構の

ウェブサイトに

おいて、訪日外

国人旅行者や海

外の送客旅行会

社等の対象に応

じた情報コンテ

ンツの充実や機

能の改善を行

う。 

 海外メディア

を通じた情報発

信に当たって

は、海外の有力

なメディア（在

日外国人メディ

アを含む。）に対

し、ウェブサイ

トやニュースレ

ターによる日本

観光情報の提供

等を通じて日本

特集記事の掲載

等を働きかけ

る。 

 訪日取材に際

しては、日本の

インバウンド関

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

 機構のソーシャル

ネットワークページ

のファン数を５００

万人にするととも

に、それ以外の機構

のウェブサイトのア

クセス数を年間４．

５億ページビューに

する。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

 多様なメディアを

活用し、海外の主要

訪日旅行市場に対し

て日本の観光魅力を

効果的に発信してい

るか。ソーシャルネ

ットワークサービス

等を効率的に活用

し、海外の各市場に

それぞれ適した内

容・手法で情報発信

が行われているか。 

 

ア 多様なメディアを

活用した日本の観光魅

力の発信 

 

＜主要な業務実績＞ 

【様々な媒体の効果的

な組み合わせによる相

乗効果の発揮】 

 テレビ CM、ウェブ、

SNS、動画専用サイト

等を組み合わせるメデ

ィア・ミックスを活用

し、情報発信の相乗効

果が得られるよう事業

を構成した。 

 

（平成 27 年度事業

例） 

 韓国市場では、関

東、中国、四国地方の

動画のＰＲにあたり、

テレビ CM、シネアド、

SNS、動画投稿サイト

を連動させた広告を展

開することで、SNS

（Facebook）で 171 万

件という高いリーチ数

を記録した。さらに

SNS への書き込み、人

気コンテンツ、閲覧年

齢層の分析等を行い、

事業効果を把握すると

ともに、成功要因、課

題要因を整理し、次の

事業等に活かす取組を

行った。 

 

【媒体トレンドの変化

やＩＣＴの技術革新を

踏まえた情報発信】 

 オウンドメディアと

 
 
 
 
 
＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

  

日本の観光魅力を世界

へ発信するにあたり、媒

体トレンドの変化やＩＣ

Ｔの技術革新を踏まえな

がら各種ソーシャルメデ

ィアの活用を図るととも

に、一般消費者、旅行会

社、メディア等に向け

て、良質の情報を効率的

に提供した。 

 

世界で主流なコミュニ

ケーション手段となって

いる SNS を積極的に活用

し、中でも主要な SNS で

ある Facebook について

は、平成 25 年度以降、6

言語 8市場向けの

Facebook ページを新たに

開設し、平成 28 年度に

は、12 言語 21 市場向け

の Facebook ページを常時

運営・更新した。その結

果、21 市場向け Facebook

ページのファン数合計

は、平成 24 年度の 66 万

人から平成 28 年度に 479

万人へと 7.3 倍増加し

た。 

 

SNS を通じた情報発信

として、Facebook 以外に

も中国の主要 SNS である
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係者のニーズや

訪日旅行商品の

造成・販売に連

動した適切な取

材対象の選定・

アレンジ、取材

経費の一部負担

の支援等を行う

ことにより、訪

日促進効果の高

い記事の掲載を

促すとともに、

機構のウェブサ

イトへの誘引を

働きかける。 

 

数値目標 

 中期目標期間

中に、機構のソ

ーシャルネット

ワークページの

ファン数を５０

０万人にすると

ともに、それ以

外の機構のウェ

ブサイトのアク

セス数を年間

４．５億ページ

ビューにする。 

 

して、以下のウェブサ

イト、SNS 等を運営

し、切れ目のない観光

情報の発信を実施する

とともに、各市場にお

ける訪日旅行キャンペ

ーン等の事業に活用し

た。 

 

世界的な主流 SNS で

ある Facebook を活用

し、各市場のニーズに

応じたタイムリーで良

質な情報発信を日替わ

り等で更新した。機構

が運営する Facebook

ページは平成 24 年度

までに開設した 6言語

13 市場向けページか

ら、新たに 6言語 8市

場向けの Facebook ペ

ージを開設し、平成 28

年度は 12 言語 21 市場

向けに情報発信を行

い、機構が運営する

Facebook ページのファ

ン数合計は、平成 24

年度の 66 万人から平

成 28 年度に 479 万人

へと 7.3 倍増加した。 

 

機構が運営する

Facebook ページ： 12

言語 21 市場向けに展

開 

 グローバル（英語） 

 米国市場（英語） 

 英国市場（英語） 

 カナダ市場（英語） 

 オーストラリア市場

（英語） 

微博（平成 28 年度：ファ

ン数 57 万人）や、市場別

に動画や画像メディアに

特化した YouTube、

Pinterest、Instagram 等

も活用し、各市場の特性

にあわせた日本の良質な

観光情報をタイムリーに

発信した。近年は、これ

ら媒体を活用し、動画に

よる観光魅力の発信にも

力を入れた結果、ファン

数は好調に増加し、平成

28 年度に SNS ファン数

は、555 万人に達し、中

期数値目標の 500 万人を

1年前倒しで達成した。 

 

 

機構が運営する各市場

向けのウェブサイトにつ

いては、平成 15 言語 21

市場向けに、それぞれの

言語できめ細かな情報更

新を行うとともに、日本

の今を伝える旬な情報

や、各地域の紹介、地域

産品等のショッピング情

報コンテンツ等を拡充

し、地方誘客、外国人に

よる消費拡大に貢献し

た。 

 

特に東日本大震災以

降、外国人観光客数の回

復が遅れている東北につ

いては、各市場で取組を

強化し、平成 28 年度は伊

勢志摩サミットの機会を

活用したグローバルメデ

ィア CNN でのテレビ CM 放
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 シンガポール市場

（英語） 

 マレーシア市場（英

語）平成 28 年度開設 

 フィリピン市場（英

語）平成 28 年度開設 

 インド市場（英語） 

 韓国市場（韓国語） 

 台湾市場（中国語繁

体字） 

 香港市場（中国語繁

体字） 

 タイ市場（タイ語） 

 インドネシア市場

（インドネシア語）平

成 25 年度開設 

 ベトナム市場（ベト

ナム語）平成 25 年度

開設 

 フランス市場（フラ

ンス語） 

 ドイツ市場（ドイツ

語） 

 ロシア市場（ロシア

語）平成 26 年度開設 

 イタリア市場（イタ

リア語）平成 27 年度

開設 

 スペイン市場（スペ

イン語）平成 27 年度

開設 

 ブラジル市場（ポル

トガル語）平成 28 年

度開設 

 

中国市場において

は、同国における主流

SNS である微博を運営

するとともに、市場別

に動画や画像メディア

に特化した YouTube、

送・動画配信を行ったほ

か、東南アジア市場から

有名アーティスト 6組が

東北各県でミュージック

ビデオの撮影を行い、ウ

ェブサイトや SNS による

発信を行う等の事業を実

施した。 

 

平成 28 年度に実施した

欧州キャンペーンの例に

見られるように、情報発

信にあたっては、テレ

ビ、オンライン、屋外、

雑誌等の複数のメディア

を活用した広告事業との

連動を図り、情報発信の

相乗効果を発揮した。 

 

海外メディアを通じた

情報発信については、各

市場における効果の高い

媒体の招請や情報提供に

よる情報発信を通じて日

本の魅力を海外に提供す

ることにより、旅行目的

地としての日本の認知度

向上に貢献するととも

に、訪日旅行需要を喚起

した。 

 

中期数値目標である

SNS ファン数 500 万人及

び、ウェブサイトのアク

セス数 4.5 億 PV につい

て、いずれも平成 28 年度

に１年前倒しで達した

（平成 28 年度の SNS ファ

ン数は 555 万人、ウェブ

サイトアクセス数は 5.8

億 PV）。 
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Pinterest、Instagram

等も活用した。 

 

【情報コンテンツの充

実と機能改善】 

機構が運営するウェ

ブサイトは、平成 24

年度から継続して運営

した 12 言語 18 市場向

けサイトに加え、平成

25 年度以降、新たに 2

言語 3市場向けサイト

を開設し、平成 28 年

度には 14 言語 21 市場

向けのサイトを活用

し、訪日旅行に関する

交通、宿泊等の基礎情

報、テーマ別情報、主

な観光資源、モデルル

ート等の訪日旅行に必

要な情報を随時更新

し、発信した。 

 

機構が運営するウェブ

サイト： 14 言語 21

市場に向けて展開 

 グローバル（英語） 

 米国市場（英語） 

 英国市場（英語） 

 カナダ市場（英語） 

 オーストラリア市場

（英語） 

 シンガポール市場

（英語） 

 マレーシア市場（英

語）平成 27 年度開設 

 韓国市場（韓国語） 

 中国市場（中国語簡

体字） 

 台湾市場（中国語繁

体字） 

 平成 27 年 3 月に中期計

画を変更する前の中期数

値目標であった SNS とウ

ェブサイトの合計アクセ

ス数 6億 PV についても、

平成 26 年度に達成した

（平成 26 年度の同アクセ

ス数 10.55 億 PV）。 

 

日本の観光魅力を世界へ

発信するにあたり、媒体ト

レンドの変化やＩＣＴの

技術革新を踏まえながら、

的確なメディア媒体の活

用、各市場の動向・特性に

応じた訴求コンテンツの

拡充を行い、効果的、効率

的に情報発信を行った。こ

の結果、数値目標の達成状

況 も 期 待 以 上 の 水 準

（120％以上）で推移して

いることを踏まえ、自己評

価評定はＡとする。 
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 香港市場（中国語繁

体字） 

 タイ市場（タイ語） 

 インドネシア市場

（インドネシア語）平

成 25 年度開設 

 ベトナム市場（ベト

ナム語）平成 27 年度

開設 

 フランス市場（フラ

ンス語） 

 ドイツ市場（ドイツ

語） 

 ロシア市場（ロシア

語） 

 イタリア市場（イタ

リア語） 

 スペイン市場（スペ

イン語） 

 ブラジル市場（ポル

トガル語） 

 湾岸諸国市場（アラ

ビア語） 

 

また、日本の今を伝

える旬な情報や日本な

らではの特色あるテー

マを題材としたマンス

リーウェブマガジン

（英語、韓国語、中国

語簡体字、中国語繁体

字）を毎月制作・掲載

した。 

 

マンスリーウェブマガ

ジン発行記事数及び記

事テーマ例： 

（平成 24 年度 43

本） 

 平成 25 年度 48 本 

富士登山（世界遺
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産登録）、和食（ユネ

スコ文化遺産に登

録）、四国遍路 

 平成 26 年度 68 本 

富岡製糸場（世界

遺産登録）、北陸新幹

線開業、訪日外国人旅

行者向け新免税制度 

平成 27 年度 92 本 

熊野古道・高野

山、北海道新幹線開

業、手ぶら観光（配送

サービス） 

平成 28 年度 96 本 

東北三大祭、皇室

関連施設（御所、離

宮、迎賓館）、九州地

方のお菓子 

 

 さらに、地方誘客、

訪日外国人旅行者によ

る消費拡大促進等を図

るため、訪日外国人旅

行者や海外の送客旅行

会社等の対象に応じた

情報コンテンツを拡充

した。 

 

 平成 25 年度 

 日本全国の地域特産

品をジャパンブランド

の観光資源と位置づ

け、その特徴や魅力を

紹介する 47 都道府県

の工芸品、食品、日本

酒など主要 100 品目を

掲載（英語、韓国語、

中国語簡体字、中国語

繁体字）し、外国語対

応の通販サイトと連携

し、海外から産品が購
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入できるようにした。 

 

 平成 26 年度 

 平成 26 年 10 月から

施行された訪日外国人

旅行者向け新免税制度

を説明するとともに、

免税店検索ができる免

税店検索サイト（英

語）を開設した。 

 

 平成 27 年度 

 地方における消費拡

大を促進するため、日

本全国の観光地周辺で

地域名産品等の買い物

を楽しむショッピング

モデルコース全国 46

コース（日本語、英

語、韓国語、中国語簡

体字、中国語繁体字）

を掲載した。 

 

 平成 28 年度 

 東京、京都、大阪か

らの日帰りまたは 1泊

2日の旅行モデルコー

ス（英語、韓国語、中

国語簡体字、中国語繁

体字）35 コースを掲載

した。 

  

ウェブサイトの運営

にあたっては、スマー

トフォンやタブレット

を使用するユーザ向け

に最適化された情報表

示を行うため、マルチ

デバイスへの対応・改

善を行い、機能改善を

図った。 



21 
 

 

【海外メディアを通じ

た情報発信】 

海外事務所における

ニュースレター発信

（4年間で延べ 1,645

件）、及び有力メディ

アに対する取材協力

（同 358 件）等を実施

した。 

 

訪日取材協力件数及び

ニュースレター発行件

数： 

平成 25 年度 ニュ

ースレター発行 353

件、取材協力 88 件 

 平成 26 年度 ニュ

ースレター発行 428

件、取材協力 74 件 

 平成 27 年度 ニュ

ースレター発行 435

件、取材協力 84 件 

 平成 28 年度 ニュ

ースレター発行 429

件、取材協力 112 件 

 

（平成 28 年度の海外

メディアを通じた情報

発信事例） 

欧州における訪日旅

行需要を喚起するた

め、欧州 15 カ国を対

象とした初の大規模キ

ャンペーン「日本-伝

統と未来が出会う場

所」をテーマとして、

オンライン、主要テレ

ビ、屋外、雑誌等、

様々なメディアを通じ

て平成 28 年 11 月から
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平成 29 年 3 月にかけ

て集中的に情報発信を

行った。重点的に情報

発信を行った英国、フ

ランス、ドイツの３カ

国におけるテレビと屋

外広告による媒体接触

者数は 2.4 億人、オン

ライン表示回数は

4,872 万回、動画再生

回数は 1,089 万回に達

した。動画を見て日本

に興味をもった割合は

7割を超え、媒体接触

者が訪日旅行商品につ

いて具体的に調べた割

合は１割を超えた。 

 

【東北観光復興に向け

た取組】 

 東日本大震災（2011

年）以降、外国人観光

客の回復が遅れている

東北地域を支援するた

め、各市場において、

東北の魅力をＰＲし

た。 

 

（平成 28 年度の取組

例） 

・伊勢志摩サミット開

催（平成 28 年 5 月）

により日本に注目が集

まる機会をとらえ、グ

ローバルニュースメデ

ィアである CNN による

東北のプロモーション

映像を制作し、全世界

に向けて情報発信し

た。テレビ CM の放送

回数とウェブサイトで
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の動画再生回数は合計

で 1400 万回となっ

た。 

 

・東南アジアの有名ア

ーティストによる東北

6県のミュージックビ

デオ撮影・発信 

東南アジア 6市場

（タイ、シンガポー

ル、フィリピン、イン

ドネシア、マレーシ

ア、ベトナム）から１

組ずつ有名アーティス

トを招請し、各県の観

光魅力の詰まったミュ

ージックビデオを撮影

し、YouＴube 等で公開

するとともに、撮影地

の情報を各市場のウェ

ブサイトやアーティス

トの SNS で発信した。

ビデオ、予告動画等へ

の接触者数は、動画公

開を開始（平成 28 年

11 月）から平成 29 年

3 月までの間に 776 万

人に達した。 

 

 

【2020 年オリンピッ

ク・パラリンピック東

京大会に向けた取組】 

平成 28 年 8 月、リ

オデジャネイロオリン

ピック・パラリンピッ

ク競技大会期間中に、

Tokyo 2020 Japan 

House 府省庁エリア内

において、ジャパン・

オンライン・メディア
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センター（※）の開設

を発表するとともに観

光パンフレット配布や

観光動画放映等を通じ

たプロモーションを実

施した。 

 

（※）ジャパン・オン

ライン・メディアセン

ターは、全国 47 都道

府県の四季の景観、

食、伝統文化等の日本

各地の観光資源の映

像・画像を集めた海外

メディア向けのライブ

ラリーサイト。日本の

観光資源の魅力発信に

活用できる著作権フリ

ーで高品質な映像・画

像のダウンロードが可

能。 

 

また、アトランタオ

リンピック陸上競技

（男子 100m）金メダリ

ストであるカナダのド

ノバン・ベイリー氏を

起用した訪日プロモー

ション映像を制作し、

平成 28 年 8 月から 9

月に BBC ネットワーク

テレビで世界各国を対

象に CM 放映を実施し

た。併せて、BBC 関連

ウェブサイト等で動画

広告を実施し、動画再

生回数は、約 322 万回

となった。 

 

 

＜数値目標の達成状況
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＞ 

【SNS ファン数】（平成

27 年度以降） 

 機構のソーシャルネ

ットワークページのフ

ァン数は、平成 28 年

度に 555 万人となり、

中期数値目標の 500 万

人を１年前倒しで達成

した。 

 

【ウェブサイトのアク

セス数】（平成 27 年度

以降） 

 機構のウェブサイト

アクセス数は、平成 28

年度に 5.8 億 PV とな

り、中期数値目標の

4.5 億 PV を 1 年前倒し

で達成した。 

 

【（SNS を含む）ウェブ

サイトアクセス数】

（平成 25 年度及び平

成 26 年度） 

 平成27年 3月に中期

計画を変更するまでの

当初中期数値目標は、

SNS のアクセス数及び

ウェブサイトのアクセ

ス数の合計で、中期計

画期間中に6億 PVとし

ていたところ、平成 26

年度に同アクセス数は

10.55 億 PV となり、当

初の中期数値目標を平

成 26 年度に達成した。 
 
 
 
４．その他参考情報 
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特になし 

 

  



27 
 

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―２―２ 訪日プロモーション業務 ②訪日外国人旅行者誘致のための業務  イ 訪日旅行商品の造成・販売支援 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国際観光振興機構法 第９条 第１号 

当該項目の重要度、難易

度 
重要度：高 （「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3
月 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議）等による、2020 年

に訪日外国人旅行者 4000 万人等の政府目標の実現にあたり、本法

人における日本の観光魅力の発信等の訪日プロモーション事業の

効果的・効率的な執行が重要な役割を果たすものであるため） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期

間最終年度値

等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

 平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

訪
日
旅
行
商
品
の
販
売
造

成
の
た
め
の
商
談
件
数 

計画値 年平均 

20,000 件

以上 

― ― ― 

20,000 件

以上 

20,000 件

以上 

20,000 件

以上 

予算額（千円）      

実績値 
― ― ― ― 

27,646 件 28,170 件   決算額（千円）      

達成度 
― ― ― ― 

138.2%  140.9％   経常費用（千円）      

商
談
参
加
者
の
評
価 

計画値 4 段階評価

で上位 2つ

の評価を得

る割合が 7

割以上 

― ― ― 

7 割以上 7 割以上 7 割以上 経常利益（千円）      

実績値 
― ― ― ― 

95.9%  95.0％   行政サービス実施コ

スト（千円） 
     

達成度 ― ― ― ― 137.0%  135.7％   従事人員数      
参
考
：
機
構
が
支
援
し
た
旅
行
商

品
に
よ
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
数 

計画値 年間 90 万

人(※)中期

計画変更前 

600,000 人 

(※) 

650,000 人 

(※) 

720,000 人 

(※) ― ― 

900,000 人 

(※) 

実績値 
― 

648,723 人 916,217 人 1,460,267

人 ― ― ― 

達成度 
― ― 

141.0% 202.8% 

― ― ― 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
  イ 訪日旅行商

品の造成・販売

支援 

 

 海外の旅行会

社の訪日旅行商

品造成を支援す

るため、要望に

基づく提案や情

報・販促素材等

の提供、モデル

的な訪日旅行商

品の素材提供等

による企画コン

サルティング、

旅行博覧会や展

示会等への参

加、現地有力旅

行会社キーパー

ソンの日本への

招請、日本にお

ける商談会の開

催等の支援を行

う。一般消費者

向けに日本の観

光プロモーショ

ンをあわせて行

う際には、地方

自治体、民間事

業者等と連携す

ることで、効率

的・効果的な事

業展開を図るべ

く努力する。 

 また、現地旅

行会社等のスタ

ッフを対象とし

＜主な定量的指標＞ 

 機構が提供する訪

日旅行商品の販売・

造成のための商談件

数を２０，０００件

以上とする。 

 商談参加者に対す

る調査において、商

談の評価が、４段階

評価で上位２つの評

価を得る割合が 7割

以上となることを目

指す。 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

 海外において訪日

旅行を取り扱う旅行

会社等とのネットワ

ークを通じ、訪日旅

行商品の造成・販売

促進を効果的・効率

的に支援している

か。また、海外の旅行

会社の多様なニーズ

に的確に応えられる

よう、国内各地の地

方公共団体・民間事

業者等と連携し、オ

ールジャパン体制で

取り組んでいるか。 

イ 訪日旅行商品の造

成・販売支援 

 

＜主要な業務実績＞ 

 海外の旅行会社等の

訪日旅行商品造成・販

売促進を以下の取組等

を通じて強力に支援

し、2016 年に過去最多

となった訪日外国人数

（2024 万人、対前年比

21.8％増）の大幅な増

加に貢献した。事業の

実施にあたっては、消

費税免税制度の拡充、

査証の緩和、航空路線

の新規就航やクルーズ

船の寄港拡大等の施策

と連動を図るととも

に、在外公館、地方自

治体、民間事業者等と

連携し、オールジャパ

ン体制による効果的・

効率的な事業展開を図

った。 

 

【訪日旅行商品造成・

販売のための商談会の

開催】 

 訪日旅行商品の造

成・販売を支援するた

め、海外の旅行会社と

国内の旅行会社、宿泊

施設、運輸施設、その

他関連企業等のビジネ

ス・マッチングを図る

ため、海外の旅行会社

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

 

平成 27 年に機構が訪日

プロモーション事業の実

施主体となってから、海

外事務所を通じた現地目

線による海外旅行会社等

招請、訪日旅行商品の企

画コンサルティング、共

同キャンペーン等の多数

の事業実施を通じて、平

成 28 年に過去最多を記録

した訪日外国人旅行者数

2,404 万人達成に着実に

貢献した。 

 

今中期計画開始時（平

成 25 年度）の政府目標は

2020 年（平成 32 年）に

訪日外国人旅行者数 2000

万人とされていたとこ

ろ、訪日外国人旅行者数

2,000 万人突破が、4年前

倒しで達成された。前中

期計画最終年（平成 24

年）の訪日外国人旅行者

数 836 万人から実に 2.9

倍の規模となり、この

間、海外における訪日プ

ロモーション実施を通じ

て訪日外国人旅行者数の

大幅な増加に寄与した。 

 

訪日プロモーションの

実施にあたっては、東北

復興、地方誘客、富裕層

評定 S 評定  
＜評定に至った理由＞ 
中期計画の数値目標として設定した二

つの項目について、いずれも、各年度とも

目標達成率 120％を超えた数値を達成し

ている。 

 また、機構は、平成 27 年度以降訪日プ

ロモーションの執行機関として、主体的に

訪日外国人旅行商品の造成・販売支援を行

っており、平成 27 年の 1974 万人、平成

28 年の 2404 万人の達成に大きく寄与し

ており、中期計画における所期の目標を量

的及び質的に上回る顕著な成果が得られ

ていると認められるため、S 評価とする。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
 機構が保有する訪日旅行商品の造成・販

売支援等のノウハウを最大限に活用し、地

方公共団体・民間事業者等のインバウンド

ビジネスを促進する。海外の旅行会社等と

の商談機会の提供等を通じて国内関係者

と海外の需要のマッチング機能の強化を

図る。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等を行った場合

には意見を記載するなど） 
訪日外国人旅行者数が、昨年、過去最高の

2,404 万人を記録したのは、商談件数の大

幅な増加等が貢献していると考えられる

ため、Ｓ評価で良いと思う。 
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た研修・セミナ

ーの実施、現地

有力旅行会社と

の共同広告、訪

日旅行販売担当

のスキルアップ

を目的とするＪ

ＴＳ（Japan 

Travel 

Specialist）育

成事業等により

訪日旅行商品販

売支援を行う。 

 

数値目標 

 中期目標期間

中、機構が提供

する訪日旅行商

品の販売・造成

のための商談件

数を、年平均２

０，０００件以

上とする。 

 商談参加者に

対する調査にお

いて、商談の評価

が、４段階評価で

上位２つの評価

を得る割合が７

割以上となるこ

とを目指す。 

やメディア等を招請

し、大規模商談会を主

催した。 

 

機構主催したビジッ

ト・ジャパン・トラベ

ル＆MICE マート（東

京）： 

 平成 27 年度 海外

バイヤー342 社、国内

セラー403 団体、商談

7,954 件 

 平成 28 年度 海外

バイヤー357 社、国内

セラー431 団体、商談

8,376 件 

 

【旅行博覧会・展示会

等への参加】 

 世界各地で開催され

る主要な旅行博覧会・

展示会、見本市等に、

地方公共団体、民間事

業者等と共同で出展

し、商談機会を提供し

たほか、機構自らが商

談を行った。 

 

平成 27 年度以降に毎

年参加した海外の旅行

博覧会・見本市等： 

・富裕層向け商談会

（フランス・カンヌ） 

・クルーズ見本市（米

国・マイアミ） 

・国際航空路線誘致商

談会 World Routes

（平成 27 年度 南ア

フリカ・ダーバン、平

成 28 年度 中国・成

都）、Routes Asia（平

誘致、航空路線誘致との

連携、訪日教育旅行支援

等、政府施策と連動した

取組を行った。 

 

訪日教育旅行の促進に

ついては、平成 28 年 4 月

に訪日教育旅行受入促進

の一元的窓口を機構内に

開設し、海外と国内の学校

交流マッチングを 54 件成

立させた。その結果、14 カ

国・地域から計 32 校・機

関、971 人の生徒及び教育

関係者等が来日し、18 都

道府県において学校交流

が実現した。 

 

在外公館、地方自治体、

民間事業者等と連携し、

オールジャパン体制によ

り効果的・効率的な訪日

旅行商品の造成・販売支

援を実施したことによ

り、機構が提供する訪日

旅行商品の販売・造成の

ための商談件数は、平成

27 年度に 27,646 件、平

成 28 年度に 28,170 件と

なり、各年度とも数値目

標の 20,000 件を約 4割上

回った。 

 

 商談参加者に対する調

査において、商談の評価

が、４段階評価で上位 2

つの評価を得た割合は平

成 27 年度に 95.9％、平

成 28 年度に 95.0％とな

り、各年度とも数値目標

の 7割を大きく上回り、

非常に高い満足度が得ら
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成 27 年度 フィリピ

ン・マニラ、平成 28

年度 沖縄県宜野湾

市） 

 

【有力旅行会社キーパ

ーソンの日本への招

請】 

 主要市場の有力旅行

会社のツアー造成責任

者・担当者等を日本に

招請し、国内観光地の

視察及び地元関係者等

との商談をしてもらう

ことで、新しい観光魅

力を取り入れたツアー

の新規開発やツアール

ートの改善を促進し

た。 

 

海外主要市場の有力旅

行会社企画担当者等の

年間延べ招請人数： 

平成 27 年度 834 人 

平成 28 年度 811 人 

 

【旅行会社等との共同

広告】 

 旅行会社等と共同で

新聞、雑誌、ウェブサ

イト等に広告を掲出

し、訪日旅行の需要喚

起と訪日旅行商品の販

売促進を行った。 

 

（共同広告の例） 

・香港市場： 平成 28

年 7 月から香港＝四国

初の定期便となる香港

＝高松便の就航に合わ

せ、LCC の香港エクス

れた。 

 

 平成 25 年度及び平成

26 年度の数値目標であっ

た機構が造成・販売支援

を行った旅行商品による

訪日外国人数について

も、平成 26 年度は目標の

65 万人に対し、実績が

91.6 万人（数値目標達成

率 141.0％）、平成 27 年

度は目標の 72 万人に対

し、実績が 146 万人（数

値目標達成率 202.8％）

となり、それぞれ初期の

目標を大きく上回る成果

を上げた。 

 

本項目における各年度

の評価が、4カ年のう

ち、平成 25 年度のＡを除

く 3カ年がＳであるこ

と、また、平成 27 年以

降、訪日プロモーション

事業の実施主体として事

業内容も拡充してきてい

ることから、自己評価評

定はＳとする。 
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プレスと共同広告を実

施。広告期間中は、大

手検索エンジンで高松

市や四国地方の検索率

が上昇するなどプロモ

ーションの効果が見ら

れ、同年９月からの増

便につながる施策とな

った。 

・英国市場： 「See 

Japan Differently

（日本を違う観点から

見て）」のテーマのも

と、有力オンライン旅

行会社である Expedia

および E-bookers と、

オンライン媒体を中心

とした共同広告事業を

実施。その結果、両社

の訪日旅行予約数は前

年比で 18.1％増となっ

た。 

 

【一般消費者向け日本

の観光プロモーショ

ン】 

 海外の旅行会社等と

共同で一般消費者を対

象としたイベントを開

催した。一般消費者向

けのプロモーションを

実施するにあたって

は、地方公共団体、民

間事業者等と連携し、

効率的・効果的にプロ

モーションを実施し

た。 

 

（一般消費者向け日本

の観光プロモーション

例） 
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・タイ・バンコクのショ

ッピングモールにおい

て、平成 28 年 6 月にタ

イ市場の一般消費者向

け旅行フェアを開催し

た。日本から参加した

事業パートナー12 団体

とともに、日本の観光

情報発信を行うととも

に、タイの旅行会社等

16 社も出展し、訪日旅

行商品の即売等を実施

した。観光パンフレッ

トの配布や旅程相談、

映像上映等を行い、4日

間で約 1 万 6 千人が訪

れた。 

 

 

【現地旅行会社等への

人材育成】 

 海外において現地旅

行会社等を対象に、訪

日旅行の基本情報や新

たな観光素材を発信す

るセミナーを実施し

た。 

 

海外における訪日旅行

に関する研修・セミナ

ー実施： 

 平成 25 年度 96

件、延べ参加者 5,348

人 

 平成 26 年度 116

件、延べ参加者 7,582

人 

 平成 27 年度 141

件、延べ参加者 9,307

人 

 平成 28 年度 153
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件、延べ参加者 11,572

人 

 

 また、現地旅行会社

のコンサルティング能

力の向上と訪日旅行商

品の販売促進を目的

に、訪日旅行の販売の

ために必要な知識をウ

ェブサイト上で学習で

きるＥラーニングシス

テムを８市場（中国、

香港、英国、フラン

ス、オーストラリア、

ドイツ、米国、カナ

ダ）で運営し、訪日旅

行専門家（JTS, Japan 

Travel Specialist）

の育成を行った。 

 

JTS 認定者数（8市

場）： 

平成 26 年度 新規

認定 2,326 人、認定者

累計 17,244 人 

平成 27 年度 新規

認定 1,706 人、認定者

累計 18,950 人 

平成 28 年度 新規

認定 2,520 人、認定者

累計 21,470 人 

 

【訪日教育旅行の取

組】 

 海外の訪日教育旅行

に関するニーズ紹介や

海外と国内の学校交流

マッチング等を実施す

る訪日教育旅行受入促

進の一元的窓口を機構

内に開設（平成 28 年 4
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月）し、年度中に海外

と国内の学校交流マッ

チングを 54 件成立さ

せた。その結果、14 カ

国・地域から計 32

校・機関、971 人の生

徒及び教育関係者等が

来日し、18 都道府県に

おいて学校交流が実現

した。 

 

【東北をはじめとした

地方送客拡大に向けた

取組】 

 外国人観光客の回復

が遅れている東北地域

への送客拡大に向け

て、各市場で訪日旅行

商品の造成・販売促進

に資する事業を実施し

た。 

 

（東北復興を目的とし

た事業の例） 

・平成 28 年度に世界的

なオンライン旅行会社

である Expedia 社と東

北予約促進キャンペー

ンを台湾、米国、オース

トラリア等の 6 市場で

実施した。東北地方に

関する観光情報と宿泊

施設一覧を集約したペ

ージを作成し、5カ月間

で10,507泊の宿泊予約

が実現した。 

 

・台湾市場において、

航空会社 5社、旅行会

社 2社と連携し、平成

28 年 6 月から 7月に、
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台湾の主要な SNS、ウ

ェブサイト等で夏の東

北地方の訪日旅行商品

の共同広告を実施し

た。連携した航空会社

及び旅行会社による訪

日旅行の販売実績は

4,580 人となり、東北

地方への誘客を促進し

た。 

 

＜数値目標の達成状況

＞ 

【商談件数】（平成 27

年度以降） 

 機構が提供する訪日

旅行商品の販売・造成

のための商談件数は、

平成 27 年度に 27,646

件、平成 28 年度に

28,170 件となり、各年

度とも数値目標の

20,000 件を約 4割上回

った。 

 

【商談参加者評価】

（平成 27 年度以降） 

 商談参加者に対する

調査において、商談の

評価が、４段階評価で

上位 2つの評価を得た

割合は平成 27 年度に

95.9％、平成 28 年度

に 95.0％となり、各年

度とも数値目標の 7割

を大きく上回り、非常

に高い満足度が得られ

た。 

 

【機構が造成・販売支

援を行った旅行商品に
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よる訪日外国人数】

（平成 25 年度及び平

成 26 年度） 

 平成27年 3月に中期

計画を変更するまでの

数値目標指標について

は、平成 26 年度が目標

の 65 万人に対し、実績

が 91.6 万人（数値目標

達成率 141.0％）、平成

27 年度は目標の 72 万

人に対し、実績が146万

人（数値目標達成率

202.8％）となり、それ

ぞれ初期の目標を大き

く上回る成果が得られ

た。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―１ 国内受入体制整備支援業務 ①観光案内所の整備支援業務 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国際観光振興機構法 第９条 第１号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期

間最終年度値

等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

 平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

情
報
提
供
の
評
価 

計画値 4 段階評価

で上位 2つ

の評価を得

る割合が 7

割以上 

― 

7 割以上 7 割以上 7 割以上 7 割以上 7 割以上 予算額（千円）      

実績値 
― ― 

95.2% 95.3% 98.1%  98.2％   決算額（千円）      

達成度 
― ― 

136.0% 136.1% 140.1%  140.2％   経常費用（千円）      

情
報
提
供
の
評
価 

（
対
面
・
電
話
） 

計画値 60,000 件 
― ― ― 

46,000 件 53,000 件 60,000 件 経常利益（千円）      

実績値 
― ― ― ― 

37,915 件 

 

40,089 件  行政サービス実施コ

スト（千円） 
     

達成度 
― ― ― ― 

82.4% 75.6％  従事人員数      

情
報
提
供
の
評
価 

（
ウ
ェ
ブ
） 

計画値 350,000 件 

― ― ― 

250,000

件 

 

300,000 件 350,000 件

実績値 
― ― ― ― 

395,390 件 484,771 件 
 

達成度 
― ― ― ― 

158.2%  161.6％   
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参
考
：
情
報
提
供
件
数 

（
対
面
・
電
話
・
ウ
ェ
ブ
） 

計画値 120,000 件 

(※）中期計

画変更前 

― 

63,000 件 

（※） 

164,000 件 

（※） ― ― 

120,000 件

（※）

実績値   

― 

対面電話： 

46,461 件 

ウェブ： 

120,531 件 

合計： 

166,992 件 

対面電話： 

41,263 件 

ウェブ： 

229,566 件 

合計： 

270,829 件 

― ― ― 

 

達成度 
― ― 

265.1% 165.1% 
― ― ― 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ２．国民に対し

て提供するサー

ビスその他の業

務の質の向上に

関する事項 

 

（２）国内受入

環境整備支援業

務 

 

 訪日外国人旅

行者の利便性・満

足度を向上させ

るため、国内にお

ける受入環境整

備として、外国人

観光案内所の認

定・支援を行い、

案内所の更なる

質の向上・質の担

保を図る。支援の

実施に当たって

は、認定案内所か

らの評価を定量

的に把握し、相当

程度の評価を得

るものとする。機

構が運営するツ

ーリスト・インフ

ォメーション・セ

ンター（以下「Ｔ

ＩＣ」という。）に

ついては、機構が

これまでに培っ

てきたネットワ

ークや手法に基

づき、民間のノウ

１．国民に対し

て提供するサー

ビスその他の業

務の質の向上に

関する目標を達

成するためとる

べき措置 

 

（２）国内受入

環境整備支援業

務 

 

 ①観光案内所

の整備支援業務 

 

 訪日外国人旅

行者の国内受入

環境整備を推進

するため、外国

人観光案内所の

認定・支援を行

い、ボランティ

アガイドの活用

も視野に入れつ

つ、外国人観光

案内所の更なる

質の向上・質の

担保を図る。支

援の実施に当た

っては、外国人

旅行者の動向や

認定案内所のニ

ーズを踏まえ、

支援の充実を図

ることとする。 

 ツーリスト・

インフォメーシ

＜主な定量的指標＞ 

 外国人観光案内所

に対する調査におい

て、機構からの支援

サービスの評価が、

４段階評価で上位２

つの評価を得る割合

が７割以上となるこ

とを目指す。 

 ＴＩＣによる対

面・電話等での情報

提供件数を年間６万

件、ウェブでの情報

提供件数を年間３５

万件とする。 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

 外国人旅行者が円

滑に国内を旅行でき

るよう、外国人旅行

者に対する観光情報

等の提供が効果的・

効率的に行われてい

るか。 

 外国人観光案内所

の認定制度を通じた

全国的な案内所ネッ

トワークの拡大、及

び案内所が提供する

サービスの質の向

上・質の担保が図ら

れているか。 

 機構による外国人

旅行者への情報提供

＜主要な業務実績＞ 

【外国人観光案内所の

認定・支援】 

 訪日外国人旅行者の

国内受入環境整備を推

進するため、観光庁が

策定した「外国人観光

案内所の設置・運営の

あり方の指針」（平成

24 年 1 月制定、平成

28 年 6 月改定）に基づ

き、外国人観光案内所

の認定制度を運用し、

外国人観光案内所の認

定、支援サービスの提

供等を行った。 

 

外国人観光案内所の

ネットワーク拡大及び

更なる質の向上・担保

を図るため、平成 25

年度に新たに立ち上げ

た認定外国人観光案内

所専用サイトの活用、

電話通訳サービスの提

供（英語、韓国語、中

国語）、外国人観光案

内に資する資料の提

供、ニュースレターの

配信、実態調査の実

施、研修会の開催等を

通じて、先進的取組や

事例・情報の共有、助

言等を行った。 

 

外国人観光案内所向け

研修参加者（平成 25

＜主要な業務実績＞ 

評定：Ａ 

 

機構が認定する外国人

観光案内所のネットワー

クは、平成 24 年度の 342

カ所から平成 28 年度は

851 カ所と 2.5 倍の規模

へと拡大し、外国人への

観光案内体制が全国レベ

ルで格段に向上した。 

 

認定済みの案内所の質

の向上を促進するコンサ

ルティングにも注力し、

広域案内に対応する中位

以上のカテゴリーの認定

観光案内所のネットワー

クが全都道府県に拡が

り、日本各地を周遊する

外国人観光客の利便が向

上した。 

 

平成 25 年度から平成

28 年度の 4カ年にわた

り、外国人観光案内所に

対する調査において、各

年度とも 95％以上の回答

者が機構の支援サービス

は大変役立った、または

役立ったと回答してお

り、非常に高く評価され

ている。 

 

TIC は、民間のノウハ

ウを取り入れた運営を行

い、全国各地の外国人観

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
中期計画の数値目標の達成状況について、 
①外国人観光案内所の満足度について、各

年度とも 96％以上となり、目標の 7 割を

大きく上回る高い満足度が得られている。 
②ウェブによる情報提供件数は、ウェブコ

ンテンツ等の拡充に伴い、Ｈ27 に 39.5 万

件、Ｈ28 に 48.5 万件となり、中期数値目

標 35 万件を 2 年前倒しで達成し、以降も

順調に伸長している。 
③一方、TIC における対面・電話等での情

報提供件数は、Ｈ27、Ｈ28 ともに年度数

値目標値を下回った。 
となっている。 
 また、機構は、外国人案内所認定制度に

基づき認定する外国人観光案内所は、平成

24 年の 342 カ所から平成 28 年には 851
カ所へと飛躍的に増大させる等制度の普

及や認定した観光案内所に対する研修等

の支援サービスを実施し、質的な向上に貢

献した。 
 このように、ＴＩＣにおける対面・電話

での情報提供件数については、目標を下回

ったものの、その他は目標を大きく上回

り、観光案内所の整備支援業務に積極的に

対応する等中期計画における所期の目標

を上回る成果が得られていると認められ

るので、Ａ評価とする。 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
特になし 
＜その他事項＞ 
旅行者が観光情報を得る手段として、ウェ

ブやＳＮＳの割合が大きくなっている中

で、対面・電話等による情報提供のウエイ

トが下がっているので、評価に問題ない。 
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ハウを取り入れ

た効果的な運営

を行うとともに

案内所支援業務

の中核として全

国の案内所との

連携を強化する。

運営にあたって

は、ウェブを活用

した情報提供コ

ンテンツを創設

するとともに、Ｔ

ＩＣにおいて対

面、電話又はウェ

ブによって情報

提供を行う機会

を増加させる。ま

た、立地や他の外

国人観光案内所

との連携方法等

を含め、現行の在

り方を利用者視

点に立って見直

す。 

ョン・センター

（以下「ＴＩ

Ｃ」という。）に

ついては、機構

がこれまでに培

ってきたネット

ワークや手法に

基づき、民間の

ノウハウを取り

入れた効果的な

運営を行うとと

もに、案内所支

援業務の中核と

して全国の案内

所との連携を強

化する。運営に

当たっては、ウ

ェブを活用した

情報提供コンテ

ンツを創設する

とともに、海外

事務所等を通じ

たＴＩＣの広報

の強化を行い、

対面、電話又は

ウェブによって

情報提供を行う

機会を増加させ

る。また、立地

や他の外国人観

光案内所との連

携方法等を含

め、現行の在り

方を利用者視点

に立って見直

す。 

 

数値目標 

 外国人観光案

内所に対する調

査において、機

に関し、旅行者の情

報収集手段・ニーズ

をふまえ、情報提供

の機会を増やしてい

るか。 

年度以降の新たな取

組）： 

平成 25 年度 27 人

（広島市）、28 人（高

松市） 

 平成 26 年度 2 日間

延べ 294 人（東京）、

12 人（札幌市）、30 人

（名古屋市） 

 平成 27 年度 2 日間

延べ 286 人（東京）、

48 人（大阪市）、32 人

（福岡市） 

 平成 28 年度 2 日間

延べ 326 人（東京）、

17 人（仙台市）、17 人

（新潟市） 

 

 上記の取組等の結

果、全国の認定外国人

観光案内所数は、平成

24 年度の 342 カ所から

平成 28 年度は 851 カ

所へと 5年間で 2.5 倍

となった。 

 

認定外国人観光案内所

数及び最上位のカテゴ

リー3案内所： 

（平成 24 年度 342 カ

所 うち 7カ所） 

 平成 25 年度 366 カ

所 うち 7カ所 

 平成 26 年度 528 カ

所 うち 18 カ所 

 平成 27 年度 759 カ

所 うち 39 カ所 

 平成 28 年度 851 カ

所 うち 49 カ所 

 

平成 28 年度には、

光案内所へのノウハウ提

供、問い合わせ対応支援

等を通じて認定外国人観

光案内所のネットワーク

拡大及び質のレベルアッ

プに貢献した。 

 

平成 26 年度以降、大規

模災害等発生時に外国人

旅行者等への情報提供を

行うため、震度 6以上

（東京 23 区内は震度 5強

以上）の地震発生時に、

外国人に対する緊急時電

話対応（日本語、英語）

を 24 時間可能としてお

り、平成 28 年度の熊本地

震の際に、さらに 2言語

（韓国語、中国語）を追

加し、4言語対応の体制

を整備した。 

 

平成 27 年度以降の数値

目標であるウェブによる

情報提供件数は、平成 27

年度の数値目標 25 万件に

対し、実績が 39.5 万件、

平成 28 年度の数値目標

30 万件に対し、実績が

48.5 万件となり、ウェブ

による情報ニーズの高ま

りに的確に対応した。 

 

平成 27 年度以降の数値

目標である対面・電話に

よる情報提供件数に関し

ては、平成 27 年度の数値

目標 4.6 万件に対し、実

績が 3.8 万件、平成 28 年

度の数値目標 5.3 万件に

対し、実績が 4.0 万件と
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構からの支援サ

ービスの評価

が、４段階評価

で上位２つの評

価を得る割合が

７割以上となる

ことを目指す。 

 中期目標期間

中に、ＴＩＣによ

る対面・電話等で

の情報提供件数

を年間６万件、ウ

ェブでの情報提

供件数を年間３

５万件とする。 

観光案内所認定に係る

電子申請システムを新

たに構築し、認定案内

所の管理データベース

と統合することにより

業務の効率化を図り、

それまで年１回であっ

た申請受付を平成 28

年 6 月から通年化する

とともに、従来約 4カ

月間かかっていた申請

から認定の期間を約 60

日間へと大幅に短縮し

た。 

 

【ツーリスト・インフ

ォメーション・センタ

ー（TIC）の運営】 

 以下の取組等を通じ

て、TIC の効率的・効

果的運営と全国の案内

所との連携の強化を図

った。 

 

・民間のノウハウを取

り入れた運営 

平成 24 年度以降、

TIC の運営を民間事業

者に委託し、民間のノ

ウハウを取り入れた運

営を行った。 

 

・認定外国人観光案内

所への支援サービスの

提供 

 認定外国人観光案内

所に対して電話による

多言語（英語、韓国

語、中国語）通訳サー

ビスや電話及びメール

での問合せサービスを

なり、目標値を下回っ

た。 

 

対面・電話等による情

報提供件数が目標を下回

った理由として、ウェブ

による情報提供の利用が

飛躍的に増えているこ

と、また全国各地の外国

人観光案内所の量的及び

質的向上により、外国人

旅行者が全国各地の案内

所で必要な情報が得られ

るようになってきている

こと等が挙げられる。TIC

における観光情報の提供

だけでなく、訪日外国人

旅行者の増加及び多様化

するニーズに様々な手法

及び場所で効率的に対応

しているといえることか

ら、観光案内所の整備支

援業務としては、初期の

目標を達成していると考

えられ、自己評価評定は

Ａとする。 
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提供した。  

   

・TIC の広報強化 

東京駅周辺に立地す

る認定観光案内所と連

携して広報を強化し

た。また、海外事務所

を通じて TIC の広報を

実施した。 

 

・TIC のあり方に関す

る検討 

 立地や他の認定観光

案内所との連携等を含

め、TIC の今後のあり

方について利用者視点

に立った見直しの検討

を行った。 

 

・ウェブを活用した情

報提供コンテンツの拡

充 

 訪日外国人旅行者か

ら特に質問の多い交通

関連情報、イベント情

報等を更新し、ウェブ

による情報提供を実施

した。外国人観光客だ

けでなく、国内の案内

所等も当該コンテンツ

を活用している。 

 

・大規模災害等発生時

の緊急時の電話対応 24

時間化 

 平成 26 年度に整備

した震度 6以上（東京

23 区内は震度 5強以

上）の地震発生時にお

ける TIC の 24 時間電

話対応体制（日本語、
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英語）について、平成

28 年 4 月の熊本地震

（震度 6以上）の発生

を受け、24 時間対応を

実施するとともに、対

応言語２言語（韓国

語、中国語）追加し

た。 

 

＜数値目標の達成状況

＞ 

【外国人観光案内所の

満足度】 

 平成 25 年度から平成

28 年度までの 4カ年に

わたり、外国人観光案

内所に対する調査にお

いて、機構の支援サー

ビスの評価は、４段階

評価のうち上位 2つの

評価を得た割合が各年

度とも 95％以上とな

り、目標の 7割を大き

く上回り、非常に高い

満足度を得た。 

  

   

【TIC による対面・電

話での情報提供件数】

（平成 27 年度以降） 

・TIC における対面・

電話等での情報提供件

数は平成 28 年度に 4

万件となり、同年度の

数値目標 5.3 万件を下

回った。（数値目標達

成率 75.6％)  

・対面・電話での情報

提供件数が数値目標に

達しなかった理由とし

て、外国人観光客の
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ICT 利用の増加に伴

い、対面・電話よりも

ウェブによる情報収集

が一般的な情報収集手

段となりつつあるこ

と、また東京都内なら

びに全国各地の外国人

認定観光案内所が急速

に増加し、またそれぞ

れ案内レベルが向上し

ていることにより、外

国人旅行者が案内を得

る手段及び場所の選択

肢が増え、案内の機会

が分散化しつつあるこ

と等が挙げられる。 

 

【ウェブでの情報提供

件数】（平成 27 年度以

降） 

・ウェブによる情報提

供件数は、平成 27 年

度に 39.5 万件とな

り、中期数値目標の 35

万件を 2年前倒しで達

成した。ウェブによる

情報提供件数は、平成

28 年度 48.5 万件とな

り、中期数値目標を大

幅に上回っている。

（平成 28 年度におけ

る中期数値目標達成率

138.5％） 

 

【TIC による情報提供

件数（対面・電話・ウ

ェブ）】（平成 25 年度

及び平成 26 年度） 

 平成27年 3月に中期

計画を変更するまでの

数値目標指標は、対面、
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電話、ウェブを通じた

情報提供件数の合計で

あり、平成 25 年度は数

値目標 63,000 件に対

し、実績が 166,992 件

（ 数 値 目 標 達 成 率

265.1％）、平成 26 年度

は数値目標 164,000 万

件 に 対 し 、 実 績 が

270,829 件（数値目標達

成率 165.1％）となり、

いずれも目標を大きく

上回る情報提供を実施

した。 
 
４．その他参考情報 
特になし 

 

  



46 
 

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―２ 国内受入体制整備支援業務 ②通訳案内士試験業務 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国際観光振興機構法 第９条 第１号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目

標期間最終

年度値等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

 平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

業
務
経
費
の
収
支 

計画値 収入を償う 

― 

収入を償う 収入を償う 収入を償う 収入を償う 収入を償う 予算額（千円）      

実績値 
― 

△15,857 

千円 

△18,715 

千円 

8,697 

千円 

7,746 

千円 

△5,945 

千円 

 決算額（千円）      

達成度 
― ― 

未達成 達成 達成 未達成  経常費用（千円）      

出
願
者
数 

計画値 増大を図る   

― ― ― ― ― 

経常利益（千円）      

実績値 ― 5,844 人 5,535 人 8,140 人 12,306 人 12,519 人   行政サービス実

施コスト（千円） 
     

達成度 ―   前年比 

5.3％減 

前年比 

47.1％増 

前年比 

51.2％増 

前年比 

1.7％増 

  従事人員数      

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ２．国民に対し

て提供するサー

ビスその他の業

務の質の向上に

関する事項 

 

（２）国内受入

環境整備支援業

務 

 

通訳案内士試験

の代行業務につ

いては、通訳案内

士試験の受験手

数料収入で試験

業務経費を償う

ことができず赤

字化している現

状を踏まえ、その

原因を分析した

上で、受験者数の

予測を行い、試験

実施方法の見直

し等による試験

事務の更なる効

率化を実施し、あ

わせて、受験者数

の増大を図るこ

とにより、可能な

限り早期に、本試

験事務の収支が

償う状態とする。 

１．国民に対し

て提供するサー

ビスその他の業

務の質の向上に

関する目標を達

成するためとる

べき措置 

 

（２）国内受入

環境整備支援業

務 

 

①通訳案内士試

験業務 

 

通訳案内士法に

基づき、通訳案内

士試験の実施に

関する事務を行

う。通訳案内士試

験の受験手数料

収入で試験業務

経費を償うこと

ができず赤字化

している現状を

踏まえ、その原因

を分析した上で、

受験者数の予測

を行い、会場費の

削減等試験実施

方法の見直し等

による試験事務

の更なる効率化

を実施し、あわせ

て、広報強化等に

より受験者数の

増大を図ること

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

 国家試験である通

訳案内士試験の事務

を代行するにあた

り、公正性を担保し、

確実・適切に運営し

ているか。試験事務

代行業務のさらなる

効率化、受験者数増

加策を講じること等

により、受験手数料

で試験事務の経費が

償えるよう、必要な

改善・取組が行われ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

「通訳案内士試験ガ

イドライン」（国土交

通省）に基づき、試験

の公正性・適正性を確

保しつつ、試験事務を

円滑に実施した。試験

の実施にあたっては、

広報強化等による出願

者数の増加を図るとと

もに、試験事務の更な

る効率化を図り、業務

収支の改善に取り組ん

だ。 

 

【試験実施概要】 

（１）実施日程 

・願書・施行要領の配

付及び願書受付（5月

～6月） 

・筆記試験（8月） 

・筆記試験合格発表

（11 月） 

・口述試験（12 月） 

・最終合格発表（2

月） 

 

（２）試験地 

・筆記試験：  

札幌市、仙台市、東京

近郊、名古屋市、大阪

近郊、広島市、福岡

市、那覇市、 

韓国・ソウル、台湾・

台北、（平成 25 年度は

中国・北京市）及び準

会場 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｃ 

 

「通訳案内士試験ガイ

ドライン」（国土交通省、

平成 28 年 4 月改訂）に基

づき、試験事務の公正性

等を確保しつつ、試験事

務を代行した。 

 

平成 25 年度以降、通訳

案内士試験に関する広報

強化に取り組み、出願者

数は、平成 28 年度に過去

最多となる 12,519 人（平

成 24 年度の 5,844 人と比

べて約 2倍）に達した。 

 

試験事務の効率化にも

積極的に取り組み、ウェ

ブ申請対象の拡大、マー

クシート方式による採

点、情報セキュリティの

強化等、受験者数の大幅

増加に的確に対応した。 

 

一方、受験者数増加に

伴い、試験業務経費も増

加傾向にあり、平成 25 年

度から平成 28 年度までの

4年間のうち、黒字が 2

カ年、赤字が 2カ年とな

った。 

 

受験手数料収入で試験業

務経費を償うことについ

て、収支改善に課題が残る

評定 Ｃ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
機構の実施する通訳案内士試験業務は、

受験手数料収入で試験業務経費を償うこ

とが評価指標となっているところである。

実施した結果、平成 26 年及び平成 27 年は

黒字となったものの、平成 25 年及び平成

28 年は赤字となった。 
このように恒常的な黒字の確保に到ら

なかったため、機構は試験事務効率化の推

進等により収支の改善を図る必要があり、

評定はＣ評価とする。  
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
 本業務に関しては、受験手数料収入によ

り試験業務経費の収支を償うことが課題

であり、試験事務の品質を担保しつつ、事

務効率化と受験者数の増加を図る取組を

行う必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし。 
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により、本試験事

務の収支が償う

状態とする。 

・口述試験： 東京近

郊、大阪近郊、福岡市 

 

（３）試験科目 

・筆記試験： 外国語

（10 言語※）、日本地

理、日本歴史、一般常

識 

・口述試験： 外国語

（10 言語※）の実践的

なコミュニケーション

能力 

 

（※）英語、中国語、

韓国語、フランス語、

スペイン語、ドイツ

語、イタリア語、ポル

トガル語、ロシア語、

タイ語の 10 言語 

 

【受験者数増加の取

組】 

 受験者数の拡大を図

るため、以下の取組等

を実施した。 

 

・他機関による検定試

験の高得点者を対象と

して筆記試験免除に関

する広報強化 

 免除対象となる検定

試験の実施団体を通

じ、通訳案内士試験の

広報を行った。平成 26

年度に新たに免除対象

となった TOEIC 高得点

取得者を対象とした英

語の筆記試験免除に関

し、積極的に広報を行

った結果、平成 26 年

度には 2,243 人、平成

状況にあるため、自己評価

評定はＣとする。  
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27 年度は 4,567 人が

TOEIC の高得点取得者

免除制度を利用した。 

 

・準会場制度の導入 

平成 25 年度に、一

定の受験者数確保を要

件に、学校等に試験会

場を設置する準会場制

度を設けた。 

 

準会場数及び準会場に

おける受験者数： 

 平成 25 年度 3 カ

所、57 人 

 平成 26 年度 8 カ

所、75 人 

 平成 27 年度 8 カ

所、99 人 

 平成 28 年度 8 カ

所、128 人 

 

・通訳案内士士試験公

式 Facebook ページの

開設 

 平成 25 年度に主要

SNS である Facebook を

活用した広報を開始

し、試験情報や通訳案

内士の活動等について

情報発信を行った。 

 

【試験事務の効率化】 

 試験事務の公正性・

適正性を確保しつつ、

以下の事務効率化を図

った。 

 

・ウェブサイトにおけ

る新規免除申請受付 

 平成 27 年度に、新
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規免除申請のオンライ

ン受付を開始した。 

 

・マークシート方式の

導入 

 平成 25 年度に筆記

試験の一部におけるマ

ークシート方式による

採点を開始し、平成 27

年度に口述試験の採点

についてもマークシー

ト方式を導入する等、

正確で迅速な集計と事

務の効率化を図った。 

 

・情報セキュリティの

強化 

 平成 28 年度に個人

情報をはじめとする機

密情報の流出を防ぐシ

ステム対策を講じた。 

 

 

【受験手数料収入及び

試験業務経費】 

 受験者数拡大及び試

験事務効率化の取組を

行い、収支改善を図っ

たが、受験者数の増加

に伴い、試験業務経費

も増加傾向にある。 

 

受験手数料収入及び試

験業務経費： 

（平成 24 年度 収入

51 百万円 経費 67 百

万円 収支△16 百万

円） 

 平成 25 年度 収入

48 百万円 経費 67 百

万円 収支△19 百万円 
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 平成 26 年度 収入

95 百万円 経費 87 百

万円 収支 9百万円 

 平成 27 年度 収入

144 百万円 経費 136

百万円 収支 8百万円 

 平成 28 年度 収入

147 百万円 経費 152

百万円 収支△6百万

円 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―３ 国際会議等の誘致・開催支援業務 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人国際観光振興機構法 第９条 第７号 
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す

る法律 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期

間最終年度値

等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

 平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

商
談
件
数 

計画値 年平均 

1,700 件 

以上 

― ― ― 

1,700 件 

以上 

1,700 件 

以上 

1,700 件 

以上 

予算額（千円）      

実績値 ― ― ― ― 3,471 件 3,401 件  決算額（千円）      
達成度 ― ― ― ― 204.2% 200.1％  経常費用（千円）      

商
談
参
加
者
の
評
価 

計画値 4 段階評価

で上位 2つ

の評価を得

る割合が 7

割以上 

― ― ― 

7 割以上 7 割以上 7 割以上 経常利益（千円）      

実績値 
― ― ― ― 

91.6%  88.9％   行政サービス実施コ

スト（千円） 
     

達成度 ― ― ― ― 130.9%  127.0％   従事人員数      
参
考
：
誘
致
に
成
功
し
た
国
際
会
議

等
へ
の
外
国
人
参
加
者
予
定
数 

計画値 102,000 人 

(※)中期計

画変更前 

― 

82,700 人 

(※) 

87,300 人 

(※) ― ― 

102,000 人 

(※) 

実績値 
― ― 

92,128 人 103,528 人 

― ― ― 

達成度 
― ― 

111.4% 118.6% 

― ― ― 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ２．国民に対し

て提供するサー

ビスその他の業

務の質の向上に

関する事項 

 

（３）国際会議

等の誘致・開催

支援業務 

 

我が国のＭＩ

ＣＥ(Meeting, 

Incentive 

Travel, 

Convention, 

Exhibition/ 

Event の総称)分

野の国際競争力

を強化するた

め、海外におい

ては各種ＭＩＣ

Ｅ関連団体等と

の国際ネットワ

ークの充実を図

るとともに、世

界のＭＩＣＥ市

場の動向及び競

合する都市や団

体による誘致活

動に関する情報

の収集力を強化

し、今後の市場

トレンドの分析

や課題の整理・

解決に向けた取

組を実施する。

また、大学・産

１．国民に対し

て提供するサー

ビスその他の業

務の質の向上に

関する目標を達

成するためとる

べき措置 

 

（３）国際会議

等の誘致・開催

支援業務 

 

①国際会議等の

誘致支援業務 

 

我が国のナシ

ョナルコンベン

ションビューロ

ーとしてのマー

ケティング機能

を強化し、市場

分析、誘致対象

のターゲティン

グ、ポジショニ

ング等を踏まえ

た誘致戦略を策

定する。関係者

のニーズを的確

に反映しつつ、

従来からのＭＩ

ＣＥ（Meeting, 

Incentive 

Travel, 

Convention, 

Exhibition/ 

Event の総称）誘

致・開催支援業

＜主な定量的指標＞ 

 海外の国際会議・

インセンティブ旅行

主催者等と、機構、

国内の地方公共団体

及び民間事業者等と

の商談件数を１，７

００件以上とする。 

商談参加者に対する

調査において、商談

の評価が、４段階評

価で上位２つの評価

を得る割合が７割以

上となることを目指

す。 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

＜評価の視点＞ 

 「2030 年にはアジ

ア No．1 の国際会議

開催国として不動の

地位を築く」ことに

向け、国内外におい

て着実な取組が行わ

れているか。 

＜主要な業務実績＞ 

① 国際会議の誘致支

援活動 

 我が国のナショナル

コンベンションビュー

ローとしてのマーケテ

ィング機能を強化し、

地方自治体、コンベン

ションビューロー等

（以下、コンベンショ

ン推進機関等）への誘

致支援業務の充実化を

図った。 

国際会議・インセン

ティブ旅行主催者等

と、機構、国内の地方

公共団体及び民間事業

者等との商談等を通じ

て得られた情報をもと

に、MICE 開催国として

の日本の強み及びポジ

ショニングを踏まえた

戦略的な誘致活動を展

開し、世界的に重要な

学術・産業関係の国際

会議等の誘致に成功し

た。 

 

【海外におけるネット

ワーク拡大、情報収

集・分析の強化】 

 世界的な MICE 専門

見本市・商談会へ参加

し、海外の国際会議・

インセンティブ旅行主

催者等との商談を行っ

た。平成 27 年度以降

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

・2030 年にアジア No.1

の国際会議開催国として

不動の地位を築くという

政府目標の達成に向け、

マーケティング機能の強

化、海外におけるネット

ワーク拡大と MICE 専門見

本市等への参加を通じた

情報収集・分析、国内に

おける有力な会議主催者

との関係強化等の取組を

行った。 

 

・アジア諸国を中心とす

る海外競合国・地域との

誘致競争が激しさを増す

中、2016 年の日本におけ

る国際会議開催件数は過

去最多の 410 件となり、

アジア・オセアニア・中

近東地域で 4年連続１位

（中国と同数・同順位）、

世界総合ランキング第 7

位（中国と同数・同順

位）の堅持に貢献した。 

    

・国内各都市・コンベン

ション推進機関等と連携

して、海外の主要 MICE 見

本市等に参加したほか、

機構が主催する MICE 商談

会等を通じて、国際会

議・インセンティブ旅行

主催者等と、機構、国内

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
中期計画の数値目標である海外 MICE

主催者等の商談件数は、平成 27 年度、平

成 28 年度とも、3,400 件を超え、数値目

標 1,700 件を 2倍以上、上回ることができ

た。また、海外側・国内側双方の商談参加

者による満足度（4段階評価の上位２段階

を得た割合）は、9割前後となり、目標の

7割を大きく上回る高い評価を得た。 

さらに、アジア諸国を中心とする海外競

合国・地域との誘致競争が激しさを増す

中、2016 年の日本における国際会議開催

件数は過去最多の 410 件となり、アジア・

オセアニア・中近東地域で 4年連続１位を

堅持することができた。 

以上より、中期計画における所期の目標

を上回る成果が得られていると認められ

るため、Ａ評価とする。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
 MICE マーケティングの高度化を通じ

て新規案件の発掘等に取り組み、地域の特

性や受入・収容規模を活かした国際会議の

誘致支援を強化する等、ナショナルコンベ

ンションビューローとして、マッチング機

能を発揮していく。 
 
＜その他事項＞ 
特になし。 
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業界等国内主催

者との一層の関

係強化・支援強

化に取り組むと

ともに、国内外

において新規案

件を発掘する機

能を拡大する。

これらを始めと

した各種マーケ

ティング活動の

強化を通じて、

従来からのＭＩ

ＣＥ誘致・開催

支援業務を強化

するとともに、

地方自治体、コ

ンベンションビ

ューロー等の誘

致主体のマーケ

ティング戦略の

高度化と戦略に

基づく誘致活動

の着実な実施に

向けた支援を行

う。 

 これらの取組

を基礎に、ＭＩ

ＣＥの誘致・開

催促進事業の実

施主体として、

また、我が国の

ナショナルコン

ベンションビュ

ーローとして、

国際会議及びイ

ンセンティブ旅

行（企業報奨旅

行）等のＭＩＣ

Ｅ誘致について

さらなる深化を

務を一層充実す

るとともに、都

市・コンベンシ

ョンビューロー

の強化のための

コンサルティン

グ機能の拡充を

図ることで、我

が国のＭＩＣＥ

誘致主体のマー

ケティング戦略

の高度化とその

着実な実施に対

する支援を行

う。 

 また、ＩＣＣ

Ａ

（International 

Congress and 

Convention 

Association）を

始めとする国際

的なＭＩＣＥ関

連団体の活動へ

の積極的な参画

等による国際ネ

ットワークの充

実を図るととも

に、海外におけ

る市場や会議主

催者等の動向及

び競合国・都市

等の誘致活動に

関する情報の収

集・分析を強化

し、国内の誘致

関係者への情報

提供を行う。ま

た、国内におい

ては有力な会議

主催者等との関

は、訪日プロモーショ

ン事業の実施主体とし

て、機構が主体となっ

て見本市等への出展事

業を実施した。平成 25

年度から平成 28 年度

の毎年、国内のコンベ

ンション推進機関等と

共同出展し、商談を行

った主要 MICE 見本市

は以下の通り。 

・IT&CM（中国・上

海） 

・IMEX（ドイツ・フラ

ンクフルト） 

・IMEX アメリカ（米

国・ラスベガス） 

・IBTM（スペイン・バ

ルセロナ） 

・AIME（オーストラリ

ア・メルボルン） 

 

【国際的な MICE 関連

団体の活動との積極的

な関与】 

 ICCA

（International 

Congress and 

Convention 

Association）等の国

際的な MICE 関連団体

の活動等へ積極的に参

画し、海外における市

場や会議主催者等の動

向及び競合国・都市等

の誘致活動に関する情

報の収集・分析を強化

し、国内のコンベンシ

ョン推進機関等への情

報提供を行った。 

・ICCA 国際会議データ

の地方公共団体及び民間

事業者等との商談の場を

提供し、平成 27 年度、平

成 28 年度の商談件数は、

いずれも 3,400 件を超

え、数値目標 1,700 件を

2倍以上、上回った。 

 

・海外側・国内側双方の

商談参加者による満足度

（4段階評価の上位２段

階を得た割合）は、9割

前後となり、目標の 7割

を大きく上回る高い評価

を得た。 

 

・日本を代表する国際会

議開催地として、観光庁

が認定するグローバル

MICE 都市（国内 12 都

市）に対し、MICE 専門誌

での PR をはじめとする認

知度向上支援等を行っ

た。 

 

・地域の特性及び収容規

模等を活かした国際会議

の誘致協力にも積極的に

取り組み、平成 27 年度に

富山市、広島市等、平成

28 年度に奈良市、高松

市、宮崎市等での国際会

議開催が決定した。 

 

・MICE アンバサダープロ

グラムの運営を通じて、

国内の有力な会議主催者

との関係を強化し、国際

会議の誘致支援を行っ

た。年度中に MICE アンバ

サダーによる国際会議の
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図る。 

 なお、これらの

各種取組に当た

っては、成果の最

大化の観点から、

支援対象等の選

択と集中の徹底

及び効率的な実

施に留意するこ

ととする。 

係強化や会議誘

致への啓蒙活動

の充実等により

主催者への動機

づけを行い、誘

致・開催に向け

た意欲を高める

等、大学・産業

界等との一層の

関係強化を通じ

た新規案件発掘

機能を拡大す

る。 

 あわせて訪日

インセンティブ

旅行（企業報奨

旅行）等の市場

分析の強化を通

じ、東南アジ

ア、欧米豪等の

有望市場からの

誘致拡大を図

る。 

 これらの取組

を基礎に、ＭＩ

ＣＥの誘致・開

催促進事業の実

施主体として、

また、我が国の

ナショナルコン

ベンションビュ

ーローとして、

国際会議及びイ

ンセンティブ旅

行（企業報奨旅

行）等のＭＩＣ

Ｅ誘致について

さらなる深化を

図る。なお、こ

れらの取組に当

たり、支援対象

ベースを活用した誘致

案件の発掘（通期） 

・ICCA 総会への参加

（平成 25 年度～平成

28 年度の毎年） 

・ICCA アジア太平洋部

会ビジネスワークショ

ップへの参加（オース

トラリア・ゴールドコ

ースト 平成 26 年 9

月、及び福岡市 平成

27 年 11 月） 

 

【MICE ブランドイメー

ジの確立と MICE 情報

発信】 

海外の MICE 主催者

等には英語等の主要言

語、国内の国際会議主

催者等には日本語に

て、MICE 関連情報の発

信を行った。情報発信

にあたっては、ウェブ

サイト、動画、冊子、

広告等、様々な手法を

活用し、日本での MICE

開催を訴求する情報発

信を行った。 

平成 26 年度に観光

庁により策定された新

たな日本の MICE ブラ

ンド「Japan. 

Meetings & Events 

－New ideas start 

here」を各事業・各作

成物に反映し、国内外

におけるブランドイメ

ージの確立と認知拡大

を図った。 

 

【国際会議キーパーソ

開催が平成 27 年度に 4

件、平成 28 年度に 10 件

決定した。 

 

・インセンティブ旅行の

誘致については、東アジ

ア、東南アジア等の有望

市場に対する取組を強化

し、セミナー・商談会開

催等の取組を拡充するな

ど、積極的な誘致活動を

展開したほか、インセン

ティブ旅行のポータルサ

イト（英語、韓国語、中

国語）を平成 28 年度に開

設した。 

 

・さらに訪日インセンテ

ィブ旅行のベストプラク

ティスを表彰するジャパ

ン・インセンティブアワ

ードを平成 28 年度に創設

し、海外から応募のあっ

た訪日インセンティブ旅

行の中から、3件を表彰

した。 

 

・アジア諸国を中心とす

る海外競合国・地域との

誘致競争が激しさを増す

中、日本で開催される国

際会議開催件数は順調に

増加しており、世界全体

の国際会議開催件数を上

回る伸び率で増加してい

る（ICCA 統計、平成 24

年度比）。 

 

・日本の学術・産業界に

重要な大型国際会議等の

誘致に成功しているほ
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等の絞りこみ、

効率的な実施に

留意する。 

 

②国際会議の開

催支援業務 

 

 誘致が決定し

た国際会議の開

催を円滑に進め

るため、ノウハ

ウ事例の提供、

人材育成、寄附

金募集・交付金

交付制度の運営

等の事業を実施

する。 

 

数値目標 

 中期目標期間

中、海外の国際

会議・インセン

ティブ旅行主催

者等と、機構、

国内の地方公共

団体及び民間事

業者等との商談

件数を年平均

１，７００件以

上とする。 

 商談参加者に

対する調査にお

いて、商談の評価

が、４段階評価で

上位２つの評価

を得る割合が７

割以上となるこ

とを目指す。 

ン招請】 

 国際会議の開催地決

定に影響力のある海外

のキーパーソンを日本

へ招請し、国内関係者

との商談会、視察等を

実施した。 

 

国際会議キーパーソン

招請 Meet Japan 事

業： 

 平成 25 年度 6 人を

招請 6 都市を視察 9

都市と商談 

 平成 26 年度 9 人を

招請 9 都市を視察 9

都市と商談 

 平成 27 年度 20 人

を招請 17 都市を視察 

21 都市と商談 

 平成 28 年度 11 人

を招請 8 都市を視察 

20 都市と商談 

 

【グローバル MICE 都

市への支援】 

観光庁が認定するグ

ローバル MICE 都市

（※）に対し、海外の

MICE 専門誌による取

材・記事広告の掲載、

セミナー・シンポジウ

ム等への協力を行っ

た。 

 

（※）グローバル MICE

都市: 平成 25 年度に

グローバル MICE 戦略

都市として、東京、横

浜市、愛知県名古屋

市、京都市、大阪府大

か、地域の特性・収容規

模を生かした国際会議の

誘致に成功しているこ

と、また訪日インセンテ

ィブ旅行誘致に関する取

組も積極的に拡充してい

る。 

 

上記質的成果に加え、各年

度の数値目標指標につい

て 120％以上達成してい

る項目が過半となってい

ること、また平成 27 年度

以降の商談件数について

は、２年連続で 200％以上

の達成率となっているこ

とから、自己評価評定はＡ

とする。 
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阪市、神戸市、福岡市

の 7都市、平成 27 年

度にグローバル MICE

強化都市として、札幌

市、仙台市、千葉県千

葉市、広島市、北九州

市の 5都市が選定され

た。現在、12 都市を統

一的にグローバル MICE

都市と呼称。 

 

【国内主催者等との関

係強化による国際会議

誘致支援活動の強化】 

平成 25 年度に始ま

った MICE アンバサダ

ープログラムにより、

学術・学会関係者等、

国内主催者等を MICE

アンバサダーとして委

嘱・認定し、ネットワ

ーク化することにより

国内主催者との関係強

化を図った。同制度の

運営は、平成 27 年度

に観光庁から機構が引

き継ぎ、MICE アンバサ

ダーに対する誘致支援

プログラムの提供等を

通じて、平成 27 年度

は 4件、平成 28 年度

は 10 件の国際会議誘

致に成功した。 

 

MICE アンバサダーの委

嘱・認定： 

（平成 25 年度 8 人観

光庁より委嘱） 

（平成 26 年度 5 人観

光庁より委嘱） 

 平成 27 年度 16 人
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認定 

平成 28 年度 18 人

認定 （MICE アンバサ

ダー47 人体制で運営） 

 

MICE アンバサダーによ

る国際会議誘致成功事

例： 

・世界博物館大会 

2019 年に京都市で開催

予定 参加者 2,500 人

（うち外国人 2,000

人） 

・国際義肢装具協会世

界大会 2019 年に神戸

市で開催予定 参加者

5,000 人（うち外国人

3,000 人） 

・国際自動制御連盟総

会 2023 年に横浜市で

開催予定 参加者

3,000 人規模（うち外

国人 1,500 人） 

 

 国内の学術・学会関

係者を対象とした国際

会議主催者セミナーを

毎年開催し、MICE アン

バサダー等による国際

会議誘致・開催のノウ

ハウ共有を図ったほ

か、国際会議の誘致・

開催のベストプラクテ

ィスを表彰する国際会

議誘致・開催貢献賞の

授与を毎年実施し、国

内最大の MICE 見本

市・国際ミーティン

グ・エキスポの会場で

授賞式を開催した。 
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国際会議誘致・開催貢

献賞の授与： 

 平成 25 年度 12 件 

 平成 26 年度 12 件 

 平成 27 年度 11 件 

 平成 28 年度 13 件 

 

 上記取組等の結果、

平成 25 年度以降に日

本で開催することが決

まったグローバル MICE

都市等で開催される参

加者 2千人以上の大型

国際会議、また地方各

都市の特性及び収容規

模等を活かした中小規

模の国際会議は以下の

通り。 

 

平成 25 年度以降に日

本開催が決定した参加

者 2千人以上の大型国

際会議の例： 

・アジア太平洋 ITS フ

ォーラム 2018 年に福

岡市で開催予定 参加

者 3,000 人規模（うち

外国人 1,000 人） 

・国際リハビリテーシ

ョン医学会 2019 年に

神戸市で開催予定 参

加者 7,000 人規模（う

ち外国人 3,000 人） 

・世界地震工学会議 

2020 年に仙台市で開催

予定 参加者 3,000 人

規模（うち外国人

1,500 人） 

・国際人工知能会議 

2020 年に名古屋市で開

催予定 参加者 2,500
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人規模（うち外国人

2,000 人） 

・世界核医学会議 

2022 年に京都市で開催

予定 参加者 3,500 人

（うち外国人 1,500

人） 

 

平成 25 年度以降に日

本開催が決定した中小

規模の国際会議： 

・電磁波工学研究の進

歩に関する国際会議 

2018 年に富山市で開催

予定 参加者 1,200 人

規模（うち外国人 600

人） 

・国際行動神経科学会 

2017 年に広島市で開催 

参加者 300 人規模（う

ち外国人 200 人） 

・言語リソース評価に

関する会議 2018 年に

宮崎市で開催予定 参

加者 1,000 人規模（う

ち外国人 800 人） 

・地球大気化学国際共

同研究計画国際会議 

2018 年に高松市で開催

予定 参加者 600 人規

模（うち外国人 550

人） 

・国際妊婦高血圧症会

議 2020 年に奈良市で

開催予定 参加者 500

人規模（うち外国人

300 人） 

 

 日本における国際会

議の開催件数は世界に

おける国際会議の開催
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件数の伸率を上回る伸

率で増加しており、国

際会議開催国としてア

ジア・オセアニア・中

東地域で 5年連続１

位、世界総合ランキン

グ第 7位を 5年連続で

堅持している（ICCA 統

計）。 

 

（参考）世界の国際会

議開催件数、うち日本

開催件数、シェア

（ICCA 統計）： 

（平成 24 年 2012 年 

11,156 件中、341 件） 

 平成 25 年 2013 年 

11,685 件中、342 件 

 平成 26 年 2014 年 

11,505 件中、337 件 

 平成 27 年 2015 年 

12,076 件中、355 件  

 平成 28 年 2016 年 

12,227 件中、410 件 

 ※平成 24 年度から

の国際会議開催件数の

伸び率： 世界 9.6％

増、日本 20.2％増 

 

【訪日インセンティブ

旅行の誘致拡大】 

 訪日インセンティブ

旅行の誘致拡大を図る

ため、訪日インセンテ

ィブ旅行の海外主要市

場において、商談会・

セミナーを開催した。 

 

インセンティブセミナ

ー・インセンティブマ

ートの開催： 
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平成 25 年度 台

湾・台北、韓国・ソウ

ル、釜山、タイ・バン

コク、オーストラリ

ア・シドニー（5都

市） 

平成 26 年度 台

湾・台北、韓国・ソウ

ル、釜山、タイ・バン

コク、オーストラリ

ア・シドニー 

平成 27 年度 台

湾・台北、台中、高

雄、インドネシア・ジ

ャカルタ、シンガポー

ル、マレーシア・クア

ラルンプール、韓国・

ソウル（2回）、釜山、

タイ・バンコク 

平成 28 年度 台湾・

台北、台中、高雄、イ

ンドネシア・ジャカル

タ、シンガポール、マ

レーシア・クアラルン

プール、韓国・ソウル

（2回）、釜山、タイ・

バンコク 

 

また、訪日インセン

ティブ旅行の需要喚起

を図るため、インセン

ティブ旅行のポータル

サイト（英語、韓国

語、中国語簡体字、中

国語繁体字）を平成 28

年度に開設し、インセ

ンティブ旅行に関する

情報発信を拡充した。 

 

【訪日インセンティブ

旅行の表彰制度の創
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設】 

 日本初となる訪日イ

ンセンティブ旅行のベ

ストプラクティスを表

彰するジャパン・イン

センティブアワードを

平成 28 年度に創設し

た。各国から寄せられ

た応募案件を審査し、

初年度は 3件を表彰し

た。受賞したインセン

ティブ旅行は、機構の

ウェブサイトに掲載

し、開催地の特色を活

かした訪日インセンテ

ィブ旅行事例として公

表した。 

 

 

②国際会議の開催支援

業務 

 誘致が決定した国際

会議の開催を円滑に進

めるため、人材育成を

目的としたセミナーの

開催及び寄附金募集・

交付金交付制度を運営

した。 

 

【人材育成】 

 MICE 産業を支える人

材育成を行うため、初

級者対象のセミナー及

び中上級者対象のセミ

ナーを開催した。 

 

MICE セミナー参加者： 

平成 25 年度 初級

者対象 48 人、中上級

者対象 54 人 

平成 26 年度 初級



64 
 

者対象 67 人、中上級

者対象 35 人 

平成 27 年度 初級

者対象 62 人、中上級

者対象 23 人 

平成 28 年度 初級

者対象 55 人、中上級

者対象 25 人 

 

【寄附金募集・交付金

交付制度の運営】 

誘致が決定した国際

会議の開催を支援する

ため、寄附金募集・交

付金交付制度を運営し

た。 

 

寄付金募集が決定した

国際会議： 

 平成 25 年度 8 件 

 平成 26 年度 7 件 

 平成 27 年度 3 件 

 平成 28 年度 10 件 

 

交付金を交付した国際

会議件数及び交付額： 

 平成 25 年度 7 件、

42 百万円 

 平成 26 年度 8 件、

55 百万円 

 平成 27 年度 7 件、

54 百万円 

 平成 28 年度 2 件、

48 百万円 

 

＜数値目標の達成状況

＞ 

【商談件数】（平成 27

年度以降の数値目標） 

 国際会議・インセン

ティブ旅行主催者等
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と、機構、国内の地方

公共団体及び民間事業

者等との商談件数は平

成 27 年度に 3,471

件、平成 28 年度に

3,401 件となり、各年

度とも目標の 1,700 件

を２倍以上、上回っ

た。 

 平成 27 年度以降、

より幅広い事業パート

ナーに対して積極的に

MICE 関連見本市・商談

会への参加募集を行っ

た結果、参加団体数が

増え、複数の主要見本

市の出展規模を拡大し

て商談を行うことによ

り、国際会議・インセ

ンティブ旅行主催者等

への働きかけを強化し

た。 

  

  

【商談参加者評価】

（平成 27 年度以降の

数値目標） 

 商談参加者に対する

調査では、４段階評価

のうち上位 2つの評価

を得た割合は平成 27

年度に 91.6％、平成

28 年度に 88.9％と、

目標の 7割を大幅に上

回り、高い満足度が得

られた。 

 

【誘致に成功した国際

会議等への外国人参加

者予定数】（平成 25 年

度及び平成 26 年度の
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数値目標） 

 変更前の当初中期計

画の数値目標であった

機構が誘致に成功した

国際会議等への外国人

参加予定者数について

は、平成 25 年度に

92,128 人、平成 26 年

度に 103,528 人とな

り、各年度の年度計画

における数値目標を

111.4％、118.6％上回

った。 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 組織運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ３．業務運営の

効率化に関する

事項 

 

（１）組織運営

の効率化 

 

「独立行政法

人改革等に関す

る基本的な方

針」（平成２５年

１２月２４日閣

議決定）、「観光

立国実現に向け

たアクション・

プログラム２０

１４」（平成２６

年６月１７日観

光立国推進閣僚

会議決定）及び

２．業務運営の

効率化に関する

目標を達成する

ためとるべき措

置 

 

（１）組織運営

の効率化 

 

「独立行政法

人改革等に関す

る基本的な方

針」（平成２５年

１２月２４日閣

議決定）、「観光

立国実現に向け

たアクション・

プログラム２０

１４」（平成２６

年６月１７日観

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

 訪日プロモーション

事業の実施に当たり、

海外事務所において市

場のニーズに即応した

迅速な意思決定を行え

るよう、予算や人員等

の経営資源の重点的な

配分を進めているか。 

 予算の適切な執行と

契約に係る適正性等を

確保するため、本部事

務所及び海外事務所に

ついて、必要な機能強

＜主要な業務実績＞ 

 中期目標及び中期計画に

記載の政府方針等を受け、

それまで観光庁が実施して

いた訪日プロモーション事

業を平成 27 年から原則と

して機構が中心となって実

施することとなり、平成

26 年度の補正予算事業か

ら機構による訪日プロモー

ション事業の実施を開始し

た。訪日プロモーション事

業の適切かつ効果的な展開

を図るため、新たな経営理

念の策定、本部組織再編、

海外事務所体制の拡充等を

行い、組織の機能強化を進

めた。 

 

【組織運営の効率化】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

平成 27 年度以降、訪

日プロモーション事業

の実施主体として適

切・適正な執行を担う

業務体制を整備するた

め、監査室の新設を含

む本部組織の再編を行

うとともに、今中期計

画期間中に海外事務所

を新たに 7カ所開設

し、海外事務所のネッ

トワークを 13 事務所体

制から 20 事務所体制へ

と拡充した。 

 

平成 27 年度以降、訪

日プロモーション事業

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 訪日プロモーション事業の実施主体と

なったことを受け、平成 27 年に監査室

の新設や平成 28 年に海外事務所 6 カ所

の新設を含む本部及び海外の組織再編を

実施による人員体制の強化を図ること

で、訪日プロモーション事業の拡充・高

度化及び円滑な組織運営のための確実な

機能強化を図る等効率的かつ効果的な組

織運営を行うことができ、訪日外国人旅

行者 2,404 万人の達成に大きく貢献し

た。このように、中期計画の所期の目標

を上回る成果が得られていると認められ

るため、Ａ評価とする。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
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「『日本再興戦

略』改訂２０１

４」（平成２６年

６月２４日閣議

決定）を踏ま

え、訪日プロモ

ーション事業の

実施に当たり、

海外事務所にお

いて市場のニー

ズに即応した迅

速な意思決定を

行えるよう、経

営資源と権限の

海外シフトを進

める。このた

め、予算や人員

等の経営資源を

海外事務所に重

点的に配分する

とともに、海外

事務所長の判断

により、柔軟な

執行ができる仕

組みを構築す

る。 

あわせて、海

外事務所の組織

体制を整備する

ため、民間から

の出向者、中途

採用者及び現地

採用職員の積極

的な活用を図

る。職員の意欲

向上を図り、組

織を活性化させ

るため、能力と

実績に基づく人

事評価を行い、

これに応じた処

光立国推進閣僚

会議決定）及び

「『日本再興戦

略』改訂２０１

４」（平成２６年

６月２４日閣議

決定）を踏ま

え、訪日プロモ

ーション事業の

実施に当たり、

海外事務所にお

いて市場のニー

ズに即応した迅

速な意思決定を

行えるよう、経

営資源と権限の

海外シフトを進

める。   

このため、予

算や人員等の経

営資源を海外事

務所に重点的に

配分するととも

に、海外事務所

長の判断によ

り、柔軟な執行

ができる仕組み

を構築する。 

また、「独立行

政法人改革等に

関する基本的な

方針」（平成２５

年１２月２４日

閣議決定）に基

づき、予算の適

切な執行と契約

に係る適正性等

を確保するた

め、本部事務所

及び海外事務所

について、必要

化を図っているか。  訪日プロモーション事業

の実施主体となるにあた

り、平成 27 年度に新たな

経営理念を策定した。策定

にあたっては、職員全員が

参加した議論や有識者のご

意見を踏まえ、経営理念に

おいては、４つの約束をビ

ジョンとして、また機構が

果たすべき４つの役割をミ

ッションとして定めた。ま

た、平成 27 年度に経営理

念推進プロジェクトチーム

を立ち上げ、組織内におけ

る経営理念の浸透、実践促

進に向けた研修等の各種取

組を実施した。 

 平成 29 年 1 月に機構の

本部事務所移転に伴い、新

たな組織ロゴ及びタグライ

ン「日本の魅力を、日本の

チカラに。」を定め、コー

ポレート・アイデンティテ

ィの構築を行った。 

 

【本部組織再編】 

平成 27 年に機構が訪日

プロモーション事業の実施

主体となったことに伴い、

本部機能を強化するため本

部組織を再編した。具体的

には、より戦略的に訪日プ

ロモーション事業を実施し

ていくため、誘致戦略策定

や調査・マーケティング機

能を担うインバウンド戦略

部を新設するとともに、組

織ガバナンス強化のため、

監査室を新設した。 

 

本部組織体制（平成 27 年

の予算を海外事務所に

配賦し、海外事務所の

権限で企画競争を実施

する等、各市場におい

て現地目線で訪日プロ

モーション事業を企

画・実施した。 

 

海外事務所の体制強

化のため、平成 27 年度

に現地採用職員を各事

務所増員した（１事務

所は前年度に前倒しで

増員）した。 

 

本部及び海外事務所

の職員が一丸となって

業務に取り組むため、

職員全員を巻き込んだ

議論も踏まえ、組織の

目指す方向性を共有す

る新たな経営理念を平

成 27 年度に策定し、以

降、経営理念の浸透と

実践促進を図る研修等

の各種取組を実施し

た。 

 

平成 25年 12月の閣議決

定により、機構が訪日プ

ロモーション事業の実

施主体となる政府方針

が示されてから、極めて

限られた期間で、本部組

織再編、海外事務所開設

等を通じて、訪日プロモ

ーション事業の効果的・

効率的実施を担う組織

機能の強化を進めてお

り、自己評価評定はＡと

する。 

特になし 
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遇を行うととも

に、能力の啓発

に努める。特に

プロパー職員に

ついては、観光

宣伝業務に関す

るノウハウを着

実に蓄積し、機

構の中核として

担うべき役割を

的確に果たすこ

とができるよ

う、その育成に

努める。 

海外事務所につ

いては、それに係

る成果指標に基

づき毎年度厳格

に評価を行い、国

のインバウンド

政策及び市場の

動向も踏まえつ

つ、事務所数や配

置の適正性、予算

や人員等の経営

資源の配分等に

ついて不断の見

直しを行う。 

な機能強化を図

る。 

海外事務所につ

いては、活動内容

の実績や市場の

将来性等につい

て毎年度厳格に

評価を行い、国の

インバウンド政

策及び市場の動

向も踏まえつつ、

事務所数や配置

の適正性、予算や

人員等の経営資

源の配分等につ

いて不断の見直

しを行う。 

4 月）：１室４部 

 監査室（新設） 

 経営管理部 

 インバウンド戦略部（新

設） 

 海外プロモーション部 

 コンベンション誘致部 

 

さらに、訪日プロモーシ

ョン事業のさらなる強化・

高度化を図るため、平成

28 年度にグローバルマー

ケティング部を新設する組

織再編を決定し、人員配置

を含む諸準備を実施した

（新体制の施行は平成 29

年 4 月）。 

 

本部組織体制（平成 29 年

4 月）：1室５部 

 監査室 

 経営管理部 

 インバウンド戦略部 

 海外プロモーション部 

 グローバルマーケティン

グ部（新設） 

 コンベンション誘致部 

 

【海外事務所の新設】 

海外現地におけるプロモ

ーション体制強化のため、

平成 25 年度にインドネシ

ア・ジャカルタに新事務所

を開設し、平成 28 年度に

以下の 6事務所を開設し

た。これにより、海外事務

所ネットワークは、平成

24 年度の 13 事務所体制か

ら平成 28 年度の 20 事務所

体制へと拡充した。 
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海外事務所の開設： 

 平成 25 年度 インドネ

シア・ジャカルタ事務所 

平成 26 年 3 月 20 日開設 

 平成 28 年度 ロシア・

モスクワ事務所 平成 28

年 12 月 16 日開設 

        ベトナ

ム・ハノイ事務所 平成

29 年 2 月 27 日開設 

        マレーシ

ア・クアラルンプール事務

所 平成 29 年 3 月 8 日開

設 

        インド・デ

リー事務所 平成29年3月

30 日開設 

        スペイン・

マドリード事務所 平成

29 年 3 月 30 日開設 

        イタリア・

ローマ事務所 平成29年 3

月 30 日開設 

 

また、平成 27 年度以

降、海外事務所における訪

日プロモーション事業の調

達（契約責任者は海外事務

所長）を実施した。これに

より、海外事務所における

迅速な意思決定や臨機応変

な対応により、諸外国との

競争に打ち勝つ効果的な外

客誘致活動が開始されると

ともに、海外での直接契約

が可能となることで、海外

の消費者にダイレクトに働

きかける、外国人目線での

プロモーションが実現し

た。 

 

なお、海外事務所体制の
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強化を図るため、平成 27

年度に全海外事務所におい

て現地職員を増員（１事務

所は、前年度に前倒しで増

員）した。 

  

 海外事務所については、

毎年度海外事務所評価を実

施し、各海外事務所のパフ

ォーマンスを定量的・定性

的に把握することにより、

予算や人員等の経営資源の

配分等について見直しを行

った。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―２ 業務運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
効率化対象経費の効

率化 
毎 年 度 平 均 で

1.25％以上 ― 1.88% 4.06％ 9.87％ 7.22％   

         
 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ３．業務運営の

効率化に関する

事項 

 

（２）業務運営

の効率化 

 

①効率化目標の

設定等 

 

運営費交付金

を充当して行う

業務について

は、今中期目標

期間中、一般管

理費（人件費、

公租公課等の所

要額計上を必要

とする経費及び

特殊要因により

増減する経費を

２．業務運営の

効率化に関する

目標を達成する

ためとるべき措

置 

 

（２）業務運営

の効率化 

 

①効率化目標の

設定等 

 

一般競争入札

等の活用、業務

執行方法の改善

等を通じて、一

般管理費の更な

る削減と業務運

営の効率化に努

める。 

 運営費交付金

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

＜評価の視点＞ 

 運営費交付金を充当

して行う業務について

は、一般管理費及び業

務経費のうち効率化対

象の合計について、毎

年度平均で前年度比

1.25％以上の効率化を

行っているか。 

 公正性・透明性を確

保しつつ、自律的かつ

継続的に調達等の合理

化に取り組み、業務運

営の効率化を図ってい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

① 効率化目標の設定等 

 一般競争入札等の活用、

業務執行方法の改善等を通

じて、業務運営の効率化を

図った結果、一般管理費

（※1）及び業務経費（※

2）の合計は、平成 24 年度

に対して 28.88％の減とな

り、中期計画で定める毎年

度平均の効率化比率は、

7.22％の減となった。 

 

（※1）人件費、公租公課

等の所要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因により

増減する経費を除く。 

（※2）公租公課等の所要

額計上を必要とする経費及

び特殊要因により増減する

経費を除く。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

 効率化対象経費につ

いては、一般競争入札

の活用、調達等合理化

の取組等を通じて、中

期計画で定める毎年度

平均の効率化比率は、

7.22％の減となり、目

標である 1.25％を上回

る効率化を行った。 

 

平成 27 年度以降、調

達等合理化の取組にあ

たっては、「独立行政法

人における調達等合理

化の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 月 

25 日総務大臣決定）を

踏まえ、毎年度、調達

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
運営費交付金を充当して行う業務につい

ては、一般管理費及び業務経費のうち効

率化対象となっている経費について、毎

年度平均 1.25％（平成 24 年度比）の効

率化目標に対し、毎年度平均の効率化比

率は 7.22％の減となり、適正な取組を行

っているところ。 
さらに、「独立行政法人における調達等合

理化の取組の推進について」（総務大臣決

定）に基づき、平成 27 年以降、調達等合 
理化計画を策定・公表するとともに、調

達等合理化の取組について毎年度契約監

視委員会の点検を受ける等目標の水準を

満たしているため、Ｂ評価とする。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし 
＜その他事項＞ 
特になし 
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除く。）及び業務

経費（公租公課

等の所要額計上

を必要とする経

費及び特殊要因

により増減する

経費を除く。）の

合計について、

毎年度平均で前

年度比１．２

５％以上の効率

化を行うものと

する（ただし、

新規に追加され

る業務、拡充業

務は対象外）。 

 給与水準につ

いては、国家公

務員の給与水準

も十分考慮し、

手当を含め役職

員給与の在り方

について検証し

た上で、その適

正化に取り組む

とともに、その

検証結果や取組

状況を公表する

ものとする。 

 また、総人件

費については、

政府における総

人件費削減の取

り組みを踏ま

え、 

厳しく見直すも

のとする。  

 

②調達等合理化

の取組 

 

を充当して行う

業務について

は、今中期目標

期間中、一般管

理費（人件費、

公租公課等の所

要額計上を必要

とする経費及び

特殊要因により

増減する経費を

除く。）及び業務

経費（公租公課

等の所要額計上

を必要とする経

費及び特殊要因

により増減する

経費を除く。）の

合計について、

毎年度平均で前

年度比１．２

５％以上の効率

化を行う（ただ

し、新規に追加

される業務、拡

充業務は対象

外）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②調達等合理化

の取組 

 

    

② 調達等合理化の取組 

平成 25 年度及び平成 26

年度については、平成 22

年 6 月に策定・公表した

随意契約等見直し計画に

基づき、毎年度、フォロ

ーアップを行った。 

 

平成 27 年度以降は、

「独立行政法人における

調達等合理化の取組の推

進について」（平成 27 年 

5 月 25 日総務大臣決定）

に基づき、公正性・透明

性を確保しつつ、自律的

かつ継続的に調達等の合

理化に取り組むため、毎

年度、調達等合理化計画

を作成し、契約監視委員

会の点検を経て公表する

とともに、取組結果・効

果について毎年度、自己

評価を行い、契約監視委

員会の点検を受けた。 

 

【調達等合理化計画におけ

る重点的な取組分野と取組

結果】 

 

（1）訪日プロモーション

事業の企画競争実施にあた

っての要件審査の充実及び

迅速化並びに計画的な事業

実施（平成 28 年度計画） 

 平成 28 年度に要件審査

に係るチェックリストを導

入し、要件審査の充実・迅

速化を図った。 

 

チェックリストによる要件

等合理化計画を策定

し、計画に基づいた取

組を行った。 

 

平成 27 年度及び平成

28 年度について、調達

等合理化計画を踏まえ

た取組内容及び効果を

検証した結果、公正

性・透明性を確保しつ

つ調達の合理化に寄与

するものとなったこと

から、その目的を達成

したと認められた。調

達等合理化計画の取組

に関する上記自己評価

については、各年度と

も契約監視委員会によ

る点検を受けた。 

 

以上のことから、業務運

営の効率化にあたり、目

標の水準を十分満たし

ており、自己評価評定は

Ｂとする。 
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「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

の推進について」

（平成 27 年 5

月 25 日総務大

臣決定）に基づく

取組を着実に実

施し、公正性・透

明性を確保しつ

つ、自律的かつ継

続的に調達等の

合理化に取り組

む。 

「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

の推進について」

（平成 27 年 5

月 25 日総務大

臣決定）に基づく

取組を着実に実

施し、公正性・透

明性を確保しつ

つ、自律的かつ継

続的に調達等の

合理化に取り組

む。  

審査実施件数： 

平成 28 年度 54 件 

 

（2）企画競争の一者応募

の見直し（平成 27 年度及

び平成 28 年度計画） 

 企画競争説明書を受け取

りながら、応募しなかった

者にアンケート調査を実施

し、企画書を提出しなかっ

た理由を把握することによ

り、機構の取組により改善

できる余地がないか検討し

た。アンケート結果では、

7割の回答者が自社都合、

履行困難等、事業者側の理

由であったが、提出期限に

余裕がなかったとの回答も

少数あったことから、要件

審査の更なる迅速化を図る

こととした。 

 

競争性のある契約のうち一

者応札・応募件数： 

（平成 25 年度 29 件中、

12 件（41.4％）） 

（平成 26 年度 84 件中、

22 件（26.2％）） 

 平成 27 年度 118 件

中、39 件（33.1％） 

 平成 28 年度 169 件

中、43 件（25.4％） 

 

（3）障害者就労施設等か

らの優先調達（平成 27 年

度及び平成 28 年度計画） 

 調達可能な物品等の確認

を行い、積極的に組織内で

活用を周知し、平成 28 年

度は調達品目、件数、金額

ともに拡大した。 
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障害者就労施設等からの調

達件数： 

平成 27 年度 5 件 83

千円 

 平成 28 年度 12 件 

1,120 千円 

 

（4）物品等調達における

オープンカウンター方式の

導入（平成 27 年度計画） 

 オープンカウンター方式

の調達を実施し、見積書を

聴取する事務の効率化を図

った。 

平成 28 年度は、オープン

カウンター方式による調達

情報をウェブサイトに掲載

する際、調達物品等の内容

をより詳細に掲載する等の

改善を図り、実施件数が拡

大した。 

 

オープンカウンター方式の

実施件数： 

 平成 27 年度 36 件 

 平成 28 年度 60 件 

 

【調達等合理化計画におけ

る調達に関するガバナンス

の徹底】  

  

・新たな随意契約に関する

内部統制の確立 

競争性のない随意契約を新

たに締結した案件につい

て、随意契約によることが

できる事由の整合性や、よ

り競争性のある調達手続き

の可否の確認の観点から監

査室による独立した立場か
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らの点検を実施した。 

 

監査室による新たに締結し

た随意契約点検件数： 

 平成 27 年度 27 件 

 平成 28 年度 45 件 

 

・職員のスキルアップ 

訪日プロモーション事業

の一層の複雑化、専門化す

る調達業務に適切に対応す

るため、調達に関わる研修

を実施した。 

 

調達に関する研修の実施： 

 平成 27 年度 本部職員

研修、赴任前研修 

 平成 28 年度 赴任前研

修、海外事務所研修（バン

コク事務所、シンガポール

事務所） 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３ 関係機関との連携強化 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ３．業務運営の

効率化に関する

事項 

 

（３）関係機関

との連携強化 

 

 オールジャパ

ンによる訪日プ

ロモーションを

実施するため、

在外公館をはじ

めとする関係省

庁・政府関係法

人、インバウン

ドへの取組を強

化する地方公共

団体、日本ブラ

ンドを海外展開

する経済界との

連携を強化する

２．業務運営の

効率化に関する

目標を達成する

ためとるべき措

置 

 

（３）関係機関

との連携強化 

 

 オールジャパ

ンによる訪日プ

ロモーションを

実施するため、在

外公館を始めと

する関係省庁・政

府関係法人、イン

バウンドへの取

組を強化する地

方公共団体、日本

ブランドを海外

展開する経済界

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

 在外公館を始めとす

る関係省庁・政府関係

法人、地方公共団体、

経済界との連携を強化

しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

 以下の取組を通じて在外

公館を始めとする関係省

庁・政府関係法人、地方公

共団体、経済界との連携を

強化することにより、プロ

モーションの高度化を支え

る効率的・効果的な体制の

構築を図った。 

 

【在外公館等との連携】 

 平成 27 年度以降、在外

公館、関係省庁、海外現地

の関係機関、自治体、経済

団体、海外進出企業等が、

海外においてオールジャパ

ン体制で連携し、外国人観

光客の誘致を図る在外公館

等連携事業を実施した。 

  

 平成 27 年度 26 件 

評定：B 

 

在外公館・他国政府

観光局・関係機関・民

間事業者等との連携を

強化することにより、

プロモーションの高度

化を支える効率的・効

果的な体制を構築し、

各関係者の強みを生か

した費用対効果の高い

共同プロモーション等

を実施した。 

 

平成 27 年度以降、毎

年、20 件以上の在外公

館等との連携事業を実

施したほか、民間の持

つブランド力やノウハ

ウ・ネットワークを活

用した官民連携事業の

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
機構は、在外公館連携及び官民連携事

業の実施や他国政府観光局等と覚書・協

定の締結等在外公館・他国政府観光局・

関係機関・民間事業者等との連携を強化

したことにより、各関係者の強みを生か

したプロモーション等の事業を実施し

た。 
 さらに、「独立行政法人改革等に関する

基本的な方針｣（平成 25 年 12 月 24 日閣

議決定）を踏まえ、関係機関の海外事務

所と共用化・近接化を進めたほか、国際

交流基金と機構の本部事務所共用化につ

いて、平成 28 年 1 月に実現する等目標

水準を十分満たしているものと認められ

ることから、Ｂ評価とする。  
＜今後の課題＞ 
特になし 
＜その他事項＞ 
特になし 
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ことにより、プ

ロモーションの

高度化を支える

効率的・効果的

な体制を構築す

る。 

 

との連携を強化

することにより、

プロモーション

の高度化を支え

る効率的・効果的

な体制を構築す

る。 

 平成 28 年度 22 件 

 

在外公館等連携事業の例： 

・日本祭り参加、現地旅行

会社招請（ブラジル・サン

パウロ及び日本各地）在ブ

ラジル日本国大使館等と連

携（平成 27 年度及び平成

28 年度） 
 
【官民連携】 

 平成 27 年度以降、民間

企業や団体等が有する海外

ネットワーク、ブランド

力、ノウハウ等を活用する

事業アイディアを公募し、

官民連携事業として事業化

した。 

 

 平成 27 年度 9 件 

 平成 28 年度 6 件 

 

官民連携事業の例： 

・海外の和食レストランネ

ットワークを活用した訪日

旅行促進事業（平成 27 年

度） 

 (株)ぐるなび等と連携

し、中国、台湾、シンガポ

ール市場で実施。 

 

【関係機関との連携協定

等】 

 関係機関とインバウンド

促進に資する連携体制構築

のため、以下の覚書、協定

等を締結し、各関係機関と

事業連携等を実施した。 

 

・「訪日外国人増加に向け

た共同行動計画」（平成 25

年 6 月） 

事業アイディアを公募

し、民間企業等のアイ

ディアを事業化した。 

 

さらに、インバウン

ド促進に資する協力関

係構築のため、関係団

体、他国政府観光局等

と覚書、協定等を締結

し、共同事業の実施や

ノウハウの共有を行っ

た。 

 

「独立行政法人改革

等に関する基本的な方

針｣（平成 25 年 12 月 24

日閣議決定）を踏ま

え、事業連携の強化を

図るため、関係機関の

海外事務所と共用化・

近接化を進めたほか、

国際交流基金と機構の

本部事務所共用化につ

いて平成 26 年度に工程

表を作成し、工程表に

基づき、平成 28 年 1 月

に機構が移転すること

により、国際交流基金

と本部事務所の共用化

を行った。平成 28 年度

に国際交流基金と締結

した相互連携に関する

覚書に基づき、事業連

携を図った結果、共同

企画「日本語スタデ

ィ・ツアー」が実現

し、9 カ国から約 430
人の日本語を学ぶ中高

生及び教師が来日し、

日本各地で交流事業を

実施する等の顕著な成
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 経済産業省、日本貿易振

興機構、観光庁、機構の 4

者が策定 

 連携事業例： 観光・音

楽・マンガの共同プロモー

ション「JAPAN WEEKEND」

（平成 

28 年度はマレーシア・

クアラルンプール、平成

27 年度はタイ・バンコ

ク） 

 

・「日仏間観光協力に関す

る声明」（平成 25 年 6 月） 

 観光庁、フランス観光開

発機構、機構の 3者が調印 

連携事業例： 共通のビ

ジュアルを活用した交通

広告の実施、及び両国の

観光魅力を紹介するリー

フレット発行 

 

・「双方向観光交流拡大及

び地方観光活性化に関す

る包括連携協力協定」

（平成 26 年 7 月） 

 日本観光振興協会、日本

旅行業協会、機構の 3者が

締結 

 

・業務連携に関する覚書

（平成 26 年 9 月） 

 クールジャパン機構、機

構の 2者が締結 

 

・観光分野での相互協力を

目的とした覚書（平成 26

年 9 月） 

 英国政府観光庁、機構の

2者が締結 

 連携事業例：在英国日本

果を上げた。 

 

以上のことから、関

係機関との連携強化に

ついて着実な取組状況

にあり、目標水準を十

分満たしているものと

認められることから、

自己評価評定はＢとす

る。 
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国大使館にて日英観光シン

ポジウム開催（平成 26 年

度） 

 

・「日星外交関係樹立 50 周

年における協力覚書」（平

成 28 年 1 月） 

 シンガポール政府観光

局、機構の 2者が締結 

 連携事業例：両国航空会

社との共同訪日キャンペー

ン（平成 27 年度） 

 

・「国際文化交流及び訪日

旅行の促進に向けた相互連

携に関する協定」（平成 28

年 5 月） 

 国際交流基金、機構の 2

者が締結 

 連携事業例：共同企画

「日本語スタディ・ツア

ー」（平成 28 年度）9 カ

国から 430 人の日本語

を学ぶ中高生及び教師が

来日し、日本各地で交流

事業を実施。 

    

【事務所の共用化・近接

化】 

「独立行政法人改革等に

関する基本的な方針｣（平

成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）を踏まえ、国際協力機

構、国際交流基金、日本貿

易振興機構の海外事務所と

事業連携強化等を図るた

め、海外事務所の共用化・

近接化を進めた。 

また、平成 29 年 1 月に機構

の本部事務所が有楽町から

四谷に移転することによ
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り、国際交流基金の本部事

務所との共用化を行った 
 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―４ 内部統制の充実 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ３．業務運営の

効率化に関する

事項 

 

（４）内部統制

の充実 

 

 内部統制につ

いては、内部規

程の整備、業務

運営方針や組

織・業務目標の

明確化を行い、

役職員による共

有を図るととも

に、定期的に業

務実績や課題を

整理し、外部有

識者の意見も踏

まえ、改善を行

う。 

２．業務運営の

効率化に関する

目標を達成する

ためとるべき措

置 

 

（４）内部統制

の充実 

 

 内部統制につ

いては、内部規

程の整備、業務

運営方針や組

織・業務目標の

明確化を行い、

役職員による共

有を図るととも

に、定期的に業

務実績や課題を

整理し、外部有

識者の意見も踏

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

＜評価の視点＞ 

 法令に対応した内部

規程の整備や業務運営

方針の明確化を行い、

役職員への周知及びコ

ンプライアンスの徹底

を図っているか。 

 情報セキュリティ対

策を着実に推進してい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

 独立行政法人通則法の改

正（平成 26 年 6 月改正、

平成 27 年 4 月施行）及び

平成 27 年から機構が訪日

プロモーション事業の実施

主体となったことを踏ま

え、内部統制に必要な以下

の取組を実施した。 

 

【内部規程等の整備・周

知、研修】 

独立行政法人通則法の改

正（平成 26 年 6 月改正、

平成 27 年 4 月施行）に対

応し、平成 27 年 4 月に業

務方法書の改正を行うとと

もに、内部統制の推進に関

する規程、内部監査規程、

情報セキュリティの確保に

関する規程等を新たに施行

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

独立行政法人通則法

の改正（平成 26 年 6 月

改正、平成 27 年 4 月施

行）に伴い、平成 27 年

度に業務方法書の改正

を行うとともに、内部

統制の推進に関する規

程、内部監査規程、情

報セキュリティの確保

に関する規程等を新た

に施行し、役職員に周

知した。 

 

法令、規程等につい

ては、制定・改正の都

度、全役職員（海外事

務所を含む）にメール

で周知しているほか、

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
独法通則法の改正を踏まえ、業務方法

書、内部統制、監事監査、内部監査、個

人情報保護等に関する規程を整備し、海

外事務所を含め全役職員に周知し、規定

の遵守させるための取組を行った。 
また、平成 27 年に監査室の新設し、さ

らに、組織運営・内部統制等に関する意

見を聴取する経営アドバイザリー委員会

を開催する等内部監査体制の拡充のため

の取組を実施していることから、目標水

準を十分満たしているものと認められる

ので、Ｂ評価とする。 
 
＜今後の課題＞ 
 特になし。 
 
＜その他事項＞ 
特になし。 
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 法令等につい

て、職員等に対

する周知を行

い、機構全体の

職員のコンプラ

イアンスの更な

る徹底を図る。

特に、訪日旅行

商品の造成・販

売支援等の事業

の実施に当たっ

ては、広く機会

の平等を担保す

るとともに、特

定の企業への利

益誘導にならな

いよう留意す

る。また、内部

監査を行い、監

査結果に基づく

フォローアップ

を適切に行う。 

 「国民を守る情

報セキュリティ

戦略」等の政府方

針を踏まえ、適切

な情報セキュリ

ティ対策を推進

する。 

まえ、改善を行

う。 

 法令等につい

て、職員等に対

する周知を行

い、機構全体の

職員のコンプラ

イアンスの更な

る徹底を図る。

特に、訪日旅行

商品の造成・販

売支援等の事業

の実施に当たっ

ては、広く機会

の平等を担保す

るとともに、特

定の企業への利

益誘導にならな

いよう留意す

る。また、内部

監査を行い、監

査結果に基づく

フォローアップ

を適切に行う。 

 「国民を守る情

報セキュリティ

戦略」等の政府方

針を踏まえ、適切

な情報セキュリ

ティ対策を推進

する。 

し、役職員に周知した。 

 

コンプライアンスの遵守

については、就業規則に明

確に規定するとともに、内

部統制の推進に関する規程

にコンプライアンス違反事

案発生時の報告と対応につ

いて規定した。平成 27 年

度以降、毎年、本部及び海

外事務所の職員を対象とし

たオンライン・コンプライ

アンス研修を実施し、コン

プライアンスに対する意識

の徹底を図った。 

 

法令、規程等について

は、制定・改正の都度、全

役職員（海外事務所を含

む）にメールで周知してい

るほか、海外事務所を含む

役職員全員が常に閲覧・参

照が可能な環境を整備して

いる。 

 

【内部統制委員会の開催】 

業務方法書及び内部統制

の推進に関する規程に基づ

き、平成 27 年度以降、毎

年度、内部統制委員会を開

催し、各部門のリスクの認

知と分析結果について審議

し、リスクの評価と低減に

向けた必要な取組を検証し

た。 

 

【経営理念、業務運営方針

等の明確化】（再掲） 

平成 27 年度に新たな経

営理念及び行動指針を策定

し、同年度中に立ち上げた

海外事務所を含む役職

員全員が常に閲覧・参

照が可能な環境を整備

している。 

 

平成 27 年に機構が訪

日プロモーション事業

の実施主体となったこ

とを踏まえ、新たな経

営理念・行動指針を策

定し、組織の目指す方

向、果たすべき役割等

を対外発表するととも

に、同年度に経営理念

推進プロジェクトチー

ムを立ち上げ、組織内

での浸透・実践促進を

図る取組を実施した。 

 

訪日プロモーション

事業の実施主体として

適切、適正に業務を遂

行するため、平成 27 年

度に「訪日旅行促進事

業実施要領」を策定

し、特定の企業への利

益誘導にならないよう

留意する等、同要領に

基づいて業務を実施し

た。 

 

また、平成 27 年度に

監査室を新設し、監査

室の専従職員による内

部監査体制を強化し

た。 

 

平成 27 年度に新たに

外部有識者会議を設置

し、平成 27 年度以降、

内部統制を含む、組織
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経営理念推進プロジェクト

チームが中心となって、経

営理念の認知浸透と行動指

針の実践を促進する取組を

行った。 

 

年度計画を踏まえ、各部

が果たすべき役割を定めた

業務運営方針を策定し、組

織内に周知し、明確化を図

った。 

 

平成 27 年度以降、年度

計画の実施状況を 4半期ご

とに集約し、理事会で報告

することによりモニタリン

グを行い、年度計画達成の

ために必要な対策を講じ

た。 

 

【外部有識者会議の開催】 

 平成 27 年度に外部有識

者により構成される経営ア

ドバイザリー委員会を新た

に設置し、平成 27 年度以

降、毎年度、経営アドバイ

ザリー委員会を開催した。

内部統制を含む組織運営に

関する専門的・実務的なア

ドバイスを受け、その内容

を業務に反映していくこと

とした。 

 

 平成 27 年度 第１回経

営アドバイザリー委員会 

平成 28 年 3 月 3 日開催 

 平成 28 年度 第 2回経

営アドバイザリー委員会 

平成 29 年 3 月 6 日開催 

 

【訪日旅行商品の造成・販

運営に関する専門的・

実務的なアドバイスを

受け、その内容を業務

に反映した。 

 

平成 27 年度以降、毎

年、本部及び海外事務

所の職員を対象とした

オンライン・コンプラ

イアンス研修を実施

し、コンプライアンス

に対する意識の徹底を

図った。 

 

「国民を守る情報セ

キュリティ戦略」（平成

22 年 5 月 11 日情報セキ

ュリティ政策会議決

定）等の政府方針を踏

まえ、情報セキュリテ

ィに関し、研修や情報

システム部門からの周

知メール等を通じて役

職員への注意喚起を促

したほか、ネットワー

ク等における情報セキ

ュリティ対策を実施し

た。平成 27 年度に新た

に情報セキュリティ対

策チームを設置し、情

報セキュリティ事案へ

の対応にかかる体制を

強化した。 

 

以上のことから、内部統

制の充実に関して着実

な取組を行っており、目

標水準を十分満たして

いるとみられることか

ら、自己評価評定はＢと

する。 
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売支援等の事業実施に当た

っての留意】 

 訪日旅行商品の造成・販

売支援等の事業の実施に当

たっては、広く機会の平等

を担保するとともに、特定

の企業への利益誘導になら

ないよう留意することを含

めた「訪日旅行促進事業実

施要領」を策定（平成 27

年 4 月）し、同要領に基づ

いて事業を実施した。 

 

【監事監査】 

 監事による以下の監査を

毎年度行った。また、平成

27 年度以降は、監査室の

専従職員が監査補助者とし

て監査に加わり、監事監査

業務体制を強化した。 

 

・決算監査 

・業務監査 

・保有個人情報の管理に関

する監査 

・海外事務所現地監査 

平成 25 年度 ソウル事

務所、シンガポール事務所

（2事務所） 

 平成 26 年度 ニューヨ

ーク事務所、ロサンゼルス

事務所、トロント事務所

（3事務所） 

平成 27 年度 北京事務

所、上海事務所、バンコク

事務所、ジャカルタ事務

所、 

香港事務

所、シドニー事務所（6事

務所） 

 平成 28 年度 ソウル事
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務所、シンガポール事務

所、ロンドン事務所、 

        フランク

フルト事務所、パリ事務所

（5事務所） 

 

【内部監査】 

 平成 26 年度に経営管理

部職員による海外事務所の

内部監査を行ったほか、平

成 27 年度以降は、同年度

に新設した監査室の専従職

員が独立した立場で以下の

監査を毎年度実施し、内部

監査体制を強化した。 

 

・本部監査 

・海外事務所内部監査 

平成 26 年度 北京事務

所、上海事務所、バンコク

事務所、シンガポール事務

所 

       （4 事務

所） 

平成 27 年度 ソウル事

務所、シンガポール事務

所、ロンドン事務所、 

フランク

フルト事務所（4事務所） 

 平成 28 年度 ジャカル

タ事務所、バンコク事務

所、ニューヨーク事務所、 

        ロサンゼ

ルス事務所、トロント事務

所（5事務所） 

 

 上記両監査における指摘

事項を踏まえ、業務改善に

取り組んだ。 

 

【情報セキュリティ対策の
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推進】 

 「国民を守る情報セキュ

リティ戦略」（平成 22 年 5

月 11 日情報セキュリティ

政策会議決定）等の政府方

針を踏まえ、研修や情報シ

ステム部門からの周知メー

ル等を通じて役職員への注

意喚起を促したほか、ネッ

トワーク等における情報セ

キュリティ対策を実施し

た。平成 27 年度に新たに情

報セキュリティ対策チーム

を設置し、情報セキュリテ

ィ事案への対応にかかる体

制を強化した。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―５ 戦略的な情報発信 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ３．業務運営の

効率化に関する

事項 

 

（５）活動成果

等の発信 

 

 国民への説明

責任の徹底及び

各事業の必要性・

効率性等の評価

に資する観点か

ら、マーケティン

グ情報や事業・活

動の成果物等の

公表の充実を図

るとともに、保有

資料・データの公

開やホームペー

ジの内容の充実

を図ること等に

２．業務運営の

効率化に関する

目標を達成する

ためとるべき措

置 

 

（５）戦略的な

情報発信 

 

 機構の取組や

業務成果を幅広

く発信し、各事業

の必要性・効率性

等の評価に資す

るため、市場別プ

ロモーション方

針・事業計画概

要、事業・活動の

成果物等の公表

の充実を図ると

ともに、統計・マ

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

＜評価の視点＞ 

 機構の取組や業務成

果を幅広く発信し、統

計・マーケティングデ

ータ等保有資料・デー

タの公開やウェブサイ

トの内容の充実を図る

こと等により、情報公

開・発信を積極的に推

進しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 情報公開・発信の積極的

な推進のため、事業紹介、

市場別訪日プロモーション

方針、報道発表、各種マー

ケティングデータ、事業参

加案内、事業パートナーか

らのニュース等の最新情

報・資料等を日本語ウェブ

サイトに掲載し、情報発信

内容の充実を図った。 

 

【ウェブサイトを通じた情

報提供】 

・市場別訪日プロモーショ

ン方針（年１回） 

・訪日外国人旅行者数等の

統計発表（毎月） 

・市場別動向トピックス

（毎月） ＜拡充＞ 

 掲載市場数は、平成 24

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
 
機構の取組や業務成果

を幅広く発信するため、

国内広報の取組を強化

し、ウェブサイト等を通

じて、事業方針、事業計

画、個別の事業実施予

定、統計・マーケティン

グデータ等を随時更新

するとともに、新規情

報・資料の掲載に努め

た。 
 
 定量的には、日本語ウ

ェブサイトアクセス数

が 5 年間で 281.3％増、

報道発表件数が 5年間で

141.9％増、記事・番組等

で機構が取り上げられ

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
毎月、訪日外国人旅行者数の統計を報

道発表する等機構の活動について積極的

な発信を行った。具体的には、報道発表

が、平成 24 年の 31 件から平成 28 年は

75 件へと大きく増え（5 年間で 141.9％
増）、日本語ウェブサイトアクセス数につ

いては、平成 24 年度の 630 万ページビ

ューから、平成 28 年度の 2,402 万ペー

ジビュー（5 年間で 281.3％増）と大きく

増えた。この結果、記事・番組等で機構

が取り上げられた報道件数が 4 年間で

73.3％増となり、情報発信の強化が図る

等目標水準を十分満たしているものと認

められるので、A 評価とする。 
 
＜今後の課題＞ 
 特になし。 
＜その他事項＞ 
特になし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



89 
 

より、情報発信を

積極的に推進す

る。 

ーケティングデ

ータ等保有資料・

データの公開や

ウェブサイトの

内容の充実を図

ること等により、

情報公開・発信を

積極的に推進す

る。 

年度 13 市場から平成 28 年

度 19 市場へ拡充。 

・『訪日旅行データハンド

ブック（世界主要 20 市

場）』の掲載 ＜新規＞ 

 平成 27 年度に初めて作

成・掲載、平成 28 年度は

全面的に内容を更新し、掲

載。 

・『訪日外国人旅行者の消

費動向とニーズについて』

調査結果の掲載 ＜新規＞ 

 平成 28 年度に初めて地

域における外国人旅行者に

よる消費拡大に関する調査

結果を掲載。 

 

上記の取組等の結果、日

本語ウェブサイトのアクセ

ス数は平成 24 年度の 630

万ページビューから、平成

28 年度の 2,402 万ページ

ビューへと 5年間で

281.3％増となった。 

 

日本語ウェブサイトアクセ

ス数： 

（平成 24 年度 630 万ペ

ージビュー） 

 平成 25 年度 976 万ペ

ージビュー 

 平成 26 年度 1,657 万

ページビュー 

 平成 27 年度 2,236 万

ページビュー 

 平成 28 年度 2,402 万

ページビュー（平成 24 年

度比 281.3％増） 

 

国内広報の取組】 

 機構の業務に対する国民

た報道件数が 4 年間で

73.3％増となり、情報発

信の強化が図られた。 
  
 
 以上のことから、戦略

的な情報発信において

定性的、定量的にも大き

な成果が得られている

ことから、自己評価評定

はＡとする。 
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の認識・理解を高めるた

め、国内広報に重点的に取

り組み、報道資料の発表に

加え、テレビ・一般紙・旅

行業界紙誌のインタビュー

への対応、最新のマーケッ

ト動向や機構の活動状況に

ついて役職員による講演・

寄稿等を積極的に実施し

た。 

 

 上記の取組等の結果、報

道発表件数は、平成 24 年

度の 31 件から平成 28 年度

の 75 件へと、5年間で

141.9％増となり、機構が

記事・番組で取り上げられ

た報道件数は、平成 25 年

の 1,709 件から平成 28 年

度の 2,961 件へと、4年間

で 73.3％増となった。 

 

報道発表件数：  

（平成 24 年度 31 件） 

 平成 25 年度 41 件 

 平成 26 年度 51 件 

 平成 27 年度 71 件 

 平成 28 年度 75 件（平

成 24 年度比 141.9％増） 

 

記事・番組等で機構が取り

上げられた報道件数：  

 平成 25 年度 1,709 件 

 平成 26 年度 2,181 件 

 平成 27 年度 3,174 件 

 平成 28 年度 2,961 件

（平成25年度比73.3％増） 
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４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 自己収入の確保 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ４．財務内容の改

善に関する事項 
 
 事業パートナ

ーに対する質の

高いサービスの

提供や連携の拡

大、新たな事業パ

ートナーの開拓

等により、自己収

入の拡大に向け

た取組を行う。 
 毎年の運営費

交付金額の算定

については、運営

費交付金債務残

高の発生状況に

も留意した上で、

厳格に行う。  

３．予算、収支計

画及び資金計画 
 
 海外事務所を

活用した市場動

向の情報提供、個

別相談会の開催

等事業パートナ

ー等を対象とす

る事業等の強化・

拡大やビジット・

ジャパン事業の

実施に当たって

の支援、国際会議

の誘致・開催の支

援等を通じて、事

業パートナーと

の連携を強化し、

顧客満足度を高

めることにより、

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

＜評価の視点＞ 

 地方公共団体､民間

事業者等からの賛助

金・会費等の維持・増

加に努め、賛助団体・

会員等の増加による収

入の増加を図っている

か。 

 機構のノウハウを活

かした受託業務等にも

積極的に取り組み、収

入増を図っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

以下の取組等を通じて、自

己収入拡大に努めた。 

 

【賛助団体・会員】 

本部及び各海外事務所を

挙げて賛助団体・会員の増

加に取り組み、賛助団体・

会員数は、平成 24 年度の

309 団体から平成 28 年度

の過去最多 551 団体へと増

え、5年間で 1.8 倍となっ

た。 

 

賛助団体・会員数： 

（Ｈ24 309 団体 うち会

員 146 団体） 

 Ｈ25 343 団体 うち会

員 171 団体 

 Ｈ26 402 団体 うち会

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

・事業パートナーの顧

客満足度を高め、各地

の地方公共団体、観光

業界以外の業種も含

め、広く賛助団体・会

員拡大による自己収入

の確保を進め、平成 28

年度の賛助団体・会員

数は過去最多の 551 団

体（平成 24 年度比 1.8

倍）となり、賛助金・

会費収入の拡大につな

がった。 

 

機構のノウハウを活

かした受託業務にも積

極的に取り組み、ウェ

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 機構は、賛助団体・会員数の増加を図

る各種取組を実施し、賛助団体・会員数

は、平成 24 年の 309 団体から平成 28 年

は過去最多の 551 団体（5 年間で 78.3％
増）となり、賛助金・会費収入について、

平成 28 年は初めて 3 億円を超えた。ま

た、機構のノウハウを活かしたウェブ記

事広告事業等を継続実施し、78 百万円の

収入をあげ、その結果、賛助金等収入及

び事業収入として 688百万円の収入にな

る等自己収入が大きく増えており、中期

計画の所期の目標を上回る成果が得られ

ていると認められるため、Ａ評価とする。 
 

＜今後の課題＞ 
特になし 

＜その他事項＞ 
特になし 
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地方自治体､民間

事業者等からの

賛助金・会費等の

維持・増加に努め

るとともに、賛助

団体・会員等の増

加による収入の

増加を図る。ま

た、機構のノウハ

ウを活かした受

託業務等にも積

極的に取り組み、

収入増を図る。 

員 216 団体 

 Ｈ27 497 団体 うち会

員 267 団体 

 Ｈ28 551 団体 うち会

員 308 団体（平成 24 年度

比 1.8 倍）  

 

賛助団体・会員を主な対

象として、インバウンド旅

行振興フォーラムを毎年開

催し、機構の各海外事務所

長等との個別相談を実施し

た。インバウンド旅行振興

フォーラムでは、賛助団

体・会員による企業紹介ブ

ース（BtoB デスク）の設

置、会員主催ランチョンセ

ミナーのプログラム等を通

じて、賛助団体・会員同士

の情報交換・ビジネスマッ

チングの促進を図る等、事

業パートナーのニーズに対

応し、顧客満足度を高め

た。 

 

【機構のノウハウを活かし

た受託業務】 

 機構の訪日外国人誘致に

関するノウハウを活かした

受託業務に積極的に取り組

み、収入増を図った。 

 

・ウェブを活用した収益事

業の推進 

機構の多言語ウェブサイ

トのマンスリーウェブマガ

ジン有料記事広告搭載サー

ビスにより、地方公共団体

や民間事業者から記事制

作・搭載を請け負った。同

サービスを開始した平成

ブサイトを活用したウ

ェブマガジン記事広告

事業により、地方の観

光魅力、民間企業の外

国人観光客向けサービ

スや商品等を特集した

情報発信を行い、平成

28 年度は 78 百万円（平

成 24 年度年比 4.1 倍）

の収入をあげた。 

 

その他、海外プロモ

ーションに関する有料

コンサルティング、外

国人旅行者向け英文地

図の有償販売等にも取

り組み、自己収入の拡

大及び多様化に努め

た。 

 

上記の取組等の結果、寄

附金等収入及び事業収

入の合計は、平成 25 年

度の 446 百万円から、平

成 28 年度は 688 百万円

へと1.5倍の収入増を実

現しており、目標水準を

満たしているとみられ

ることから、自己評価評

定はＢとする。  
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24 年度の 10 枠（19 百万

円）から、平成 28 年度は

過去最高となる 41 枠（78

百万円）へと 5年間で本事

業による収入は 4.1 倍とな

った。 

 

ウェブマガジン記事広告枠

数及び収入： 

（平成 24 年度 10 枠 19

百万円 ※ウェブマガジン

記事広告開始初年度） 

 平成 25 年度 11 枠 22

百万円 

 平成 26 年度 17 枠 31

百万円 

 平成 27 年度 33 枠 65

百万円 

 平成 28 年度 41 枠 78

百万円（平成 24 年度比

4.1 倍） 

 

・地域の海外プロモーショ

ンに関する有料コンサルテ

ィング 

平成 25 年度から新たな

取組として海外プロモーシ

ョンコンサルティング事業

を立ち上げ、地域の海外プ

ロモーションに関する有料

コンサルティングを開始し

た。 

 

地域の海外プロモーション

に関する有料コンサルティ

ング件数及び収入： 

 平成 25 年度 2 件  

0.9 百万円 

 平成 26 年度 2 件  

2.8 百万円 

平成 27 年度 1 件  
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2.5 百万円 

平成 28 年度 3 件 

20.9 百万円 

 

寄附金等収入及び事業収入

の合計： 

 平成 25 年度 計画額

539 百万円 実績額 446 百

万円 

 平成 26 年度 計画額

545 百万円 実績額 536 百

万円 

 平成 27 年度 計画額

584 百万円 実績額 652 百

万円 

 平成28年度 計画額590

百万円 実績額 688 百万円

（平成 25 年比 1.5 倍） 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
  ７．その他主務

省令で定める業

務運営に関する

事項 
 
（１）人事に関

する計画 
 
 上記目標の達

成に向けて、効

率的かつ効果的

な業務運営を行

うための人材確

保、人材育成を

着実に実施す

る。 
 プロパー職員

を中核とした体

制を構築するた

め、語学を始め

＜主な定量的指標＞ 
 なし 
 
＜その他の指標＞ 
 なし 
 
＜評価の視点＞ 
 効果的かつ効率的な

業務運営を行うための

人員体制を強化すべ

く、人材確保、人材育

成を着実に実施してい

るか。 
 給与水準について

は、国家公務員の給与

水準も考慮し、給与水

準の適正化に取り組ん

でいるか。 

＜主要な業務実績＞ 
【効果的かつ効率的な業務

運営を行うための人材確

保】 
 プロパー職員を中核とし

た体制を強化するため、国

内外で各種事業・事務に従

事する総合職職員として、

新卒採用、及び業務経験を

有した者を中途採用し、体

制整備を行った。 
 
常勤職員数：（各年度末時

点） 
（平成 24 年度 89 人） 
 平成 25 年度 89 人 
 平成 26 年度 93 人 
 平成 27 年度 106 人 
 平成 28 年度 126 人 
   

 ＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 
 上記目標の達成に向

けて、また平成 27 年に

訪日プロモーション事

業の実施主体となった

ことに対応し、効率的

かつ効果的な業務運営

を行うため、人材確

保、人材育成を着実に

実施した。 
 
 プロパー職員を中核

とした体制を構築する

ため、新卒採用・中途

採用を実施し、体制整

備を図るとともに、業

務遂行に必要な知識・

スキルを習得する機会

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
機構は、訪日プロモーション事業の実

施機関となったことに伴い、組織の機能

強化のため、新卒採用・中途採用等を積

極的に実施し、必要な体制整備を行った。 
また、国家公務員の給与水準と比較す

るラスパイレス指数については、Ｈ25～
Ｈ28 の間、地域・学歴勘案で 100 を超え

ておらず、適正な給与水準となっている。 
以上のことから、人事に関する計画を

着実に実行しており、目標水準を満たし

ているため、Ｂ評価とする。 
 

＜今後の課題＞ 
 特になし。 
 
＜その他事項＞ 
特になし。 
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とする専門能力

をもった職員の

採用･育成に努

め、プロパー職

員が機構の中核

として担うべき

役割を的確に果

たすことのでき

る体制を構築す

る。また、プロ

パー職員の育成

とあわせて外部

からの有能な人

材の登用を行

う。 
 職員個々の能

力と実績に基づ

いた適切な人事

評価を実施し、

適材適所の人事

配置を行う。現

地採用職員につ

いても、事務所

所在国の人事・

労務に係る法

令・慣行に配慮

しつつ、可能な

限り人事評価を

実施する。 
 本部採用職員

に対しては、海

外事務所勤務を

含め様々な業務

を経験できるよ

うキャリア形成

に配慮した人事

異動を行い、Ｏ

ＪＴや内外の研

修等も活用し、

職員の意欲向上

と能力開発を図

【人事評価の実施と適材適

所の人事配置】 
 全職員を対象とした人事

評価制度により、能力評価

及び業績評価を区分し、各

職員の能力及び業績を適切

に評価し、その結果を昇

給・昇格及び勤勉手当支給

の処遇に反映した。また人

事配置にあっては、個々職

員の志向、能力、適性か

ら、職務経験も加味した上

で、専門分野を見極め、当

該専門性の維持等に配慮し

た人事運用を行った。 
 
 海外事務所の現地採用職

員についても人事評価を行

い、成績が優秀な者には特

別手当を支給する等処遇に

反映させた。さらに、平成

27 年度は、訪日プロモー

ション事業の執行機関化に

伴い、職責・業務内容が高

度化する職員の処遇改善を

行ったほか、全海外事務所

において現地職員を増員し

た（１事務所は前年度に前

倒し実施）。 
 
【職員の意欲の向上と能力

開発】 
・職員表彰 
 職員の積極的な創意工夫

を促し、業務実績と意欲の

向上に資することを目的と

して、平成 25 年度に職員

表彰制度を整備し、平成

26 年度以降、毎年、顕著

な功績のあった職員（現地

職員含む）及びチームを表

を拡充すべく、目的・

テーマ別研修等を実施

し、職員の能力開発・

向上を図った。 
 
全職員を対象とした人

事評価制度を運用し、

各職員の能力及び業績

を評価し、その結果を

処遇に反映した。また

キャリア形成に配慮し

た人事配置を行い、

個々職員の志向、能

力、適性から、職務経

験も加味した上で、専

門性の維持等に配慮し

た人事運用を行った。 
 
 海外事務所の現地採

用職員についても人事

評価を行い、成績が優

秀な者には処遇に反映

させた。 
 
 平成 26 年度から、職

員顕彰制度により、毎

年、顕著な功績のあっ

た職員を表彰し、職員

の業務実績と意欲の向

上・改善を図った。 
 
総人件費を適切に管

理するとともに、役職

員の給与について適正

な水準の維持を図り、

ラスパイレス指数（国

家公務員と比較した給

与水準）は、地域と学

歴を勘案した比較で、

毎年、100 を下回っ

た。 
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る。また、現地

採用職員に対し

ては、その能力･

意欲に合わせた

処遇の改善を行

い、業務への取

組意欲の向上を

図るとともに、

一層の活用を進

める。 
 給与水準につ

いては、国家公

務員の給与水準

も十分に考慮

し、引き続き手

当を含め役職員

給与の在り方に

ついて検証した

上で、これを維

持する合理的理

由がない場合に

は給与水準の適

正化に取り組む

とともに、その

検証結果や取組

状況を公表す

る。また、総人

件費について

は、政府におけ

る総人件費削減

の取組を踏ま

え、厳しく見直

す。 
 

彰した。 
 
職員表彰件数： 
 平成 26 年度 3 件（う

ちチーム 2 件） 7 人 
 平成 27 年度 2 件（う

ちチーム 1 件） 7 人 
 平成 28 年度 5 件（う

ちチーム 3 件） 20 人 
 
平成 28 年度の表彰事例

（チーム表彰）： 
 「日星国交樹立 50 周年

を契機とした双方向観光交

流の推進等」シンガポール

事務所及び本部関係者 10
人 
 
・研修 
職員の能力開発・向上を

支援するため、海外事務所

へ赴任する者を対象とした

赴任者研修等、各種研修を

実施した。また、平成 28
年度に初めて海外事務所の

現地採用職員を対象とした

本部研修を実施した。 
 
研修事例： 
 平成 25 年度 マーケテ

ィング研修、旅行業界研

修、中間管理職研修、人事

評価者研修 
 平成 26 年度 職種・職

階別の会計研修（9 回） 
 平成 27 年度 内部監査

研修、職種・職階別の会計

研修（4 回） 
 平成 28 年度 情報セキ

ュリティ対策等Ｅラーニン

グ(2 回） 、現地採用

 
 以上のことから、人事

に関する計画を着実に

実行しており、目標水準

を満たしているとみら

れることから、自己評価

評定はＢとする。 
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職員本部研修 
 
【給与水準の適正化等】 
 役職員の給与について

は、総人件費を適正に管理

するとともに、国に準じた

適正な給与水準の維持を図

り、毎年、役職員の報酬・

給与等の支給水準及び支給

状況等について公表した。 
 職員に関しては、人事評

価制度による厳正な人事評

価を行い、評価結果を職員

の昇給等の処遇に反映させ

た。ラスパイレス指数（国

家公務員と比較した給与水

準）は、地域と学歴を勘案

した国家公務員との比較

で、毎年、100 未満となっ

た。 
 
ラスパイレス指数： 
 平成 25 年度 94.7 
 平成 26 年度 93.8 
 平成 27 年度 96.8 
 平成 28 年度 93.7  

 
４．その他参考情報 
特になし 
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